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總
持
寺
五
院
の
成
立
と
展
開
（
三
）

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
顧
問　
　

納
冨
　
常
天

　
　
　
　

は
じ
め
に

　
『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十
四
号
（
平
成
二
十
一
年
四
月
発
行
）
に
（
１
）
五
院
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、（
２
）
總
持

寺
輪
住
制
の
変
容
、（
３
）『
普
蔵
院
住
番
牒
』
と
そ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
、
私
見
を
述
べ
た
。
と
り
わ
け
（
３
）
で
は
『
普
蔵
院
住
番

牒
』
を
翻
刻
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
『
總
持
寺
住
山
記
』
を
掲
げ
、
普
蔵
院
輪
住
の
実
情
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
第
十
六
号

（
平
成
二
十
三
年
三
月
発
行
）
に
は
、
五
院
に
よ
る
總
持
寺
の
護
持
と
管
理
運
営
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
、『
妙
高
庵
輪
住
誌
』
を
翻
刻
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
『
總
持
寺
住
山
記
』
を
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
な
ど
、
妙
高
庵
輪
住
の
実
情
を
考

察
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
後
の
調
査
で
、『
總
持
寺
住
山
記
』
の
成
立
な
ど
に
つ
い
て
、
新
し
い
知
見
を
得
た
の
で
、
こ
れ
を
報
告
す
る

と
と
も
に
、
前
号
と
同
じ
よ
う
に
『
洞
川
庵
輪
住
誌
』
を
翻
刻
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
『
總
持
寺
住
山
記
』
を
掲
げ
、
そ
の
実
情
と
問
題

点
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　（
一
）『
總
持
寺
住
山
記
』
の
概
要

　
『
總
持
寺
住
山
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
考
察
す
る
。『
總
持
寺
住
山
記
』
は
通
称
で
、
正
し
く
は

巻
一
の
内
題
に
あ
る
よ
う
に
、『
總
持
禅
寺
開
山
以
来
住
持
之
次
第
』（
以
下
『
住
山
記
』
と
略
称
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
書
名
か
ら
も
わ
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か
る
よ
う
に
、
開
山
瑩
山
禅
師
か
ら
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
二
十
五
日
、
四
万
九
千
七
百
六
十
六
世
大
仙
和
尚
ま
で
の
輪
住

者
、
お
よ
び
そ
の
後
明
治
三
十
四
年
七
月
二
十
八
日
、
五
万
千
九
百
八
十
世
（
実
質
五
万
千
百
九
十
八
名
）
瑞
巖
和
尚
ま
で
の
瑞
世

者
記
録
で
、
百
四
十
冊
か
ら
な
る
。
し
か
し
巻
百
三
十
四
（
四
万
八
千
九
百
八
十
一
世
～
四
万
九
千
四
百
九
十
世
）
が
散
逸
し
て
お

り
、
さ
ら
に
巻
百
六
が
巻
百
五
の
紙
背
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
巻
百
十
が
一
と
二
に
分
冊
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
質
百
三
十
九
冊
で
あ

る
。
装
丁
は
折
本
装
で
、
法
量
は
縦
三
一
・
三
～
三
三
・
七
糎
、
横
一
六
・
八
～
二
〇
・
四
糎
で
あ
る
。
な
お
巻
四
十
五
～
巻
六
十
六
（
巻

四
十
六
・
四
十
八
・
五
十
一
・
五
十
七
を
除
く
）
に
は
料
紙
に
罫
線
が
あ
る
。

　

ま
た
保
存
の
た
め
裏
打
を
施
し
、
汚
破
損
の
部
分
を
修
復
（
近
代
か
）
し
て
い
る
が
、
表
紙
（
主
と
し
て
紺
・
澁
皮
）
な
ど

努
め
て
原
装
（
表
紙
裏
に
金
銀
砂
子
・
切
箔
な
ど
）
を
残
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
極
一
部
に
つ
い
て
は
文
字
ま
で
切
断
す

る
な
ど
、
技
術
的
に
稚
拙
で
粗
雑
な
も
の
も
少
な
く
な
い
。
巻
一
に
つ
い
て
は
、
開
山
瑩
山
瑾
和
尚
か
ら
七
十
一
世
惟
忠
勤
和

尚
（
永
享
二
年
〈
一
四
三
〇
〉
八
月
十
二
日
入
寺
）
ま
で
損
傷
が
甚
だ
し
か
っ
た
ら
し
く
、
前
表
紙
裏
に
「
住
山
比
丘
宗
葩
謹

誌
」
と
あ
る
よ
う
に
、
七
十
二
世
春
谷
宗
葩
（
永
享
二
年
十
一
月
十
九
日
入
寺
）
が
書
き
改
め
て
い
る
。
し
か
し
何
故
か
七
世

（
三
十
七
・
四
十
五
・
五
十
三
・
五
十
五
・
六
十
三
・
六
十
四
・
七
十
一
世
）の
法
名
の
上
に
落
款
が
あ
る
が
、落
款
は
巻
一
と
巻
二（
二
百
二
十
七

世
～
六
百
二
十
九
世
）
の
前
半
を
中
心
と
し
て
、三
十
七
世
大
林
棟
か
ら
千
九
十
二
世
筠
渓
洪
ま
で
断
続
的
に
法
名
の
上
に
落
款
が
あ
る
。

　

記
録
の
内
容
は
、
最
初
期
は
世
代
数
、
輪
住
者
名
、
嗣
法
師
名
の
み
で
あ
る
が
、
や
が
て
受
業
師
名
、
入
寺
年
月
日
、
国
名
、
門
派
名
、

寺
院
名
も
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
初
見
は
三
千
三
十
四
世
観
州
泰
察
（
駿
州
□
明
寺
）
で
あ
る
。
ま
た
七
十
三
世
英
巖
傑
和

尚
（
永
享
三
年
〈
一
四
三
一
〉
二
月
十
三
日
入
寺
）
以
降
一
筆
で
な
い
か
ら
、
あ
る
時
期
ま
で
は
自
署
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
時
代

が
下
る
に
し
た
が
い
、
極
め
て
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
摩
り
消
し
な
ど
に
よ
る
法
名
の
訂
正

（
１
）

、
世
代
の
重
複

（
２
）

や
飛
び

（
３
）

、
世
代
数
や
門
派
名

の
み
あ
っ
て
輪
住
者
名
が
欠
落
し
て
い
る
も
の

（
４
）

、
成な

り
な
お
し（
５
）

直
な
ど
に
よ
る
挿
入
、
あ
る
い
は
次
項
（
二
）
に
揚
げ
る
記
録
や
補
注
な
ど
を
み
る

と
、
早
い
時
期
か
ら
、
五
院
の
維
那
の
統
轄
下
で
公く

も
ん文

書
記
が
記
録
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
記
録
の
形
式
な
ど
も
変
容
し
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て
い
る
。

　

ま
た
公
文
書
記
は
覚
書
に
よ
り
清
書
し
た
ら
し
く
、そ
の
間
に
お
け
る
誤
写
や
、曖
昧
な
表
記

（
６
）

、公
文
書
記
自
身
の
癖
字
や
劣
悪
な
筆
体
、

さ
ら
に
は
記
録
に
あ
た
っ
て
の
用
字
（
字
体
）
も
、
正
字
（
本
字
）、
俗
字
（
𡈽
＝
土
、
栢
＝
柏
な
ど
）、
略
字
、
古
字
（
千
心

＝
仁
、
喆
＝
哲
、

功
言

＝
辯
な
ど
）、
異
体
字
（
嵓
＝
巖
、
北
虫
＝
北
な
ど
）、
国
字
、
あ
て
字
な
ど
に
わ
た
っ
て
お
り
、
解
読
に
苦
し
む
も
の
も
少
な
く
な
い
。

な
お
国
名
（
出
身
地
）
の
表
記
に
あ
た
り
、
能
登
を
本
州
と
能
州
、
奥
州
を
細
か
く
南
部
・
岩
（
磐
）
城
・
仙
台
、
伊
賀
を
伊
州
と
賀
州
、

三
州
と
参
州
、
ま
た
門
派
名
も
源
翁
と
玄
翁
、
法
王
と
鳳
王
と
し
て
い
る
。
ま
た
何
故
か
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
二
月
二
十
二
日
輪
住

者
二
名
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
巻
百
十
三
に
一
名
、
巻
百
十
四
に
一
名
、
さ
ら
に
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
八
月
二
十
三
日
輪
住
者
十
三

名
も
巻
百
二
十
五
に
四
名
、
巻
百
二
十
六
に
九
名
に
分
割
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
巻
百
十
の
二
（
文
化
十
三
年
〈
一
八
一
六
〉）

や
巻
百
二
十
二
（
弘
化
四
年
〈
一
八
四
七
〉）
尾
に
は
、
予
め
記
録
に
必
要
な
項
目
で
あ
る
、
世
代
の
「
世
」
や
「
受
業
師
」「
年
号
」「
嗣

法
師
」「
住
僧
也
」
の
み
記
し
、
後
に
当
該
の
字
を
塡
め
込
ん
だ
形
跡
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
記
録
上
の
不
備
な
ど

問
題
点
も
多
い
が
、
約
六
百
年
に
わ
た
る
總
持
寺
の
歴
代
住
持
と
瑞
世
師

（
７
）

の
名
簿
で
あ
る
。

　

次
に
、『
住
山
記
』
の
資
料
的
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
最
初
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
厖
大
な
収
録
僧
名
と
寺
院

名
で
あ
る
。
五
万
一
千
余
を
数
え
る
輪
住
者
お
よ
び
瑞
世
者
（
輪
住
廃
止
後
）
と
、
そ
の
受
業
師
・
嗣
法
師
を
単
純
計
算
す
る
と
十
五
万

余
に
な
る
が
、
受
業
師
・
嗣
法
師
の
欠
落
や
重
複
、
さ
ら
に
は
同
名
異
人
な
ど
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
も
十
万
か
ら
十
一
万

に
の
ぼ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
寺
院
名
も
観
音
寺
・
円
通
寺
な
ど
重
複
が
あ
る
が
、
四
万
六
千
余
に
の
ぼ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

ま
た
輪
住
者
の
動
向
、
輪
住
者
と
受
業
師
・
嗣
法
師
の
問
題
、
寺
院
名
・
門
派
名
・
国
名
（
出
身
地
）
な
ど
か
ら
、
教
団
の
成
立
と
全

国
的
展
開
の
実
情
を
如
実
に
把
握
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
五
万
一
千
余
の
輪
住
者
の
動
向
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
い
輪

住
者
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
在
住
期
間
も
当
然
短
期
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
以
降
同
日
輪
住

（
８
）

も
数
多
く
み
ら

れ
、
な
か
に
は
師
資
同
日
輪
住

（
９
）

の
例
も
あ
る
が
、
十

１名
（
　
）

以
０

上
の
場
合
が
二
百
八
十
余
回
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
注
目
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
の
は
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
八
月
十
五
日
に
は
、
最
多
の
四
十
七
名
が
同
時
に
輪
住
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
同
八
月

十
二
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
の
八
日
間
に
、
輪
住
者
が
二
百
二
十
四

１名
（
　
）

を
１

数
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
輪
住
者
の
入
寺
時
期
に
つ
い
て
は
、
積
雪
の
時
期
で
あ
る
十
二
月
・
一
月
は
極
め
て

１稀
（
　
）

で
２

、
そ
れ
以
外
は
満
遍
な
く
行
わ
れ
て
い

る
が
、
同
日
十
名
以
上
の
場
合
を
み
る
と
、
三
月
が
も
っ
と
も
多
く
、
次
が
八
月
（
開
山
忌
と
の
関
係
か
）・
四
月
・
二
月
の
順
に
な
っ

て
い
る
。
な
お
同
日
輪
住
の
場
合
、
同
門
派
や
同
じ
地
方
か
ら
の
傾
向
が
強
く
、
ま
た
輪
住
者
数
の
極
端
な
増
減
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は

開
山
忌
・
二
代
忌
な
ど
宗
内
的
事
情
、
幕
府
に
よ
る
總
持
寺
諸
法
度
の
発
布
や
、
寺
社
奉
行
の
裁
許
な
ど
に
よ
る
政
治
的
影
響
、
天
明
二

年
～
七
年
（
一
七
八
七
）
の
飢
饉
・
疫
病
な
ど
社
会
経
済
的
動
向
と
多
分
に
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
な
ど
も
わ
か
る
。

　

ま
た
峨
山
派
と
相
剋
し
た
明
峰
派
、
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
本
寺
と
し
て
輪
住
に
応
じ
な
か
っ
た
月
泉
派
・
道
叟
派
、
地
方
教
化

に
専
念
し
た
玄
翁
（
源
翁
）
派
や
無
着
派
、
さ
ら
に
は
永
平
寺
関
係
の
法
王
（
鳳
王
）
派
な
ど
の
輪
住
に
あ
た
っ
て
は
、
五
院
な

か
で
も
無
端
派
・
大
徹
派
・
実
峰
派
の
取
次
に
よ
る
八
十
余
件
の
輪
住
（
巻
十
、四
千
三
百
三
十
二
世
恕
舜
和
尚
〈
明
峰
派
〉
～
巻

二
十
六
、九
千
二
百
三
十
六
世
木
因
和
尚
〈
源
翁
派
〉）
や
、
二
百
六
十
余
件
に
の
ぼ
る
成
直
再
公
文
に
よ
る
輪
住
、
そ
の
他
位
牌

３
公

１文
（
　
）

、

涅

４
槃

１号
（
　
）

、
贈

５
公

１文
（
　
）

、
遙

１授
（
　
）

、
６

褒
命

７
転

１衣
（
　
）

な
ど
の
発
給
は
、
瑩
山
門
派
間
の
複
雑
な
動
勢
や
、
永
平
寺
派
と
の
重
層
的
な
関
係
な
ど
も
洞
察

で
き
る
。

　

次
に
五
万
余
に
の
ぼ
る
輪
住
者
・
瑞
世
者
と
、
そ
の
受
業
師
・
嗣
法
師
と
の
関
係
は
、
そ
の
初
期
に
は
受
業
師
と
嗣
法
師
は
異
な
っ
て

い
る
が
、
元
禄
年
間
か
ら
同
一
人
に
な
る
傾
向
が
強
く
、
な
か
に
は
因
院
易
師
の
弊
風
に
よ
る
も
の
か
、
嗣
法
師
が
同
一
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
輪
住
者
の
門
派
が
異
な

８
る

１例
（
　
）

や
、
受
業
師
・
嗣
法
師
は
和
尚
が
普
通
で
あ
る
が
、
文
明
か
ら
永
禄
に
わ
た
り
、
明
応
を
中
心
と
し
て
、

稀
で
は
あ
る
が
首
座
・
座
元
・
長
老
・
蔵
主
・
知
客
・
書
記
・
監
寺
・
都
寺
な
ど
が
な
っ
て
お
り
、
現
在
で
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
も
あ

る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
師
資
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
本
末
関
係
の
確
立
に
直
結
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

ま
た
四
万
六
千
余
の
寺
院
名
か
ら
、
現
在
廃
寺
に
な
っ
て
い
る
寺
院
や
、
移
転
改
称
し
て
い
る
寺
院
な
ど
、
そ
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
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で
き
る
。

　

次
に
輪
住
者
の
門
派
や
国
名
（
出
身
地
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
門
派
は
法
王
（
鳳
王
）
派
、
宇
治
興
聖
寺
派
、
加
州
大
乗
寺
派
、

酒
井
永
光
寺
派
、
黒
石
派
（
正
法
寺
派
）、
伝
法
庵
派
、
了
庵
派
（
通
幻
派
下
）
な
ど
も
わ
ず
か
に
散
見
す
る
が
、
一
見
し
た
だ
け
で
も

わ
か
る
よ
う
に
、
通
幻
派
が
圧
倒
的
に
多
く
約
五
十
％
の
二
万
五
千
余
に
の
ぼ
り
、
次
の
太
源
派
の
三
十
％
一
万
四
千
を
加
え
る
と
、
お

よ
そ
八
十
％
三
万
九
千
を
占
め
、
教
団
の
実
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
国
名
（
出
身
地
）
に
つ
い
て
は
、
總
持
寺
の
所
在
地

能
登
を
中
心
と
す
る
北
陸
地
方
は
八
千
余
の
十
六
％
に
過
ぎ
な
い
が
、
陸
奥
・
出
羽
な
ど
東
北
地
方
は
極
め
て
多
く
、
一
万
四
千
余
の

三
十
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
門
派
と
地
域
性
の
関
係
も
判
明
し
、
前
の
寺
院
名
と
あ
わ
せ
、
教
団
展
開
の
実
態
を

探
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
以
降
残
存
す
る
五
院
の
住
山
記
、わ
ず
か
に
伝
承
し
て
い
る
永
平
寺
瑞
世
師
名
簿
『
永
平
寺
住
山
記
』

や
「
道
正
庵
着
帳
写
」、
さ
ら
に
は
『
延
享
度
曹
洞
宗
寺
院
本
末
牒
』
そ
の
他
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
總
持
寺
内
に
お
け
る
五

院
輪
住
と
の
関
係
、
總
持
寺
輪
住
と
永
平
寺
瑞
世
と
の
関
係
な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
、
廃
寺
や
移
転
改
称
寺
院
、
お
よ
び
火
災
そ
の
他
に

よ
り
資
料
を
逸
失
し
た
寺
院
も
含
め
、
全
国
に
わ
た
る
個
々
の
寺
院
史
の
解
明
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
よ
る
地
方
史
の
見
直
し
や
作
成
な
ど

に
も
資
す
る
こ
と
大
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
『
住
山
記
』
は
總
持
寺
教
団
の
成
立
お
よ
び
全
国
的
展
開
、
ひ
い
て
は
曹
洞
宗
教
団
の
発
展
過
程
を
知
る
上
で
、
不
可
欠

の
基
礎
資
料
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
の
み
な
ら
ず
日
本
禅
宗
史
・
日
本
仏
教
史
の
研
究
、
さ
ら
に
は
ひ
ろ
く
学
界
に
資
す
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　
　
　
　（
二
）『
總
持
寺
住
山
記
』
の
成
立
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は
じ
め
に
前
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
前
表
紙
裏
に
「
住
山
比
丘
宗
葩
謹
誌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
七
十
二
世
春
谷
宗
葩
が
開
山
瑩
山

瑾
和
尚
か
ら
七
十
一
世
惟
忠
勤
和
尚
ま
で
書
き
改
め
て
い
る
が
、
次
に
『
住
山
記
』
成
立
の
実
情
を
示
す
資
料
＝
記
録
と
補
注
が
あ
る
の

で
、
こ
れ
を
掲
げ
る
が
記
録
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）
巻
四
首　

永
禄
三

庚申
調
月
仲
九
日
伝
法
菴
派
之
代

敬
受

置
之

（
２
）
巻
五
首　

諸
嶽
山
總
持
禅
寺
住江

学
叟
改
之

山
記
妙
高
派
之
代

　
　
　
　
　

                                                             

天
正
十

壬午
七
月
廿
八
日

（
３
）
巻
二
十
四
首　

諸
延
寶
六
 
 
天
二
月
朔
日

嶽大
徹
派
夏
代
　
維
那
丹
嶺

山
戊總午

持
禅
寺
住
山
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

延
寶
七
己

未
天

（
４
）
巻
二
十
五
首　

諸
嶽通

幻
派
冬
代
　
維
那
門
佐

山
總
持
禅
寺
住
山
記

　
　
　
　
　
　
　

    　

  

天
和
二
壬

戌
暦

（
５
）
巻
二
十
六
首　

諸
嶽通

幻
派
夏
代
　
維
那
文
廣

山
總
持
禅
寺
住
山
記

 　
　
　
　
　
　
　

   　

  

貞
享
元
甲

子
暦

（
６
）
巻
二
十
七
首　

諸
嶽太

源
派
夏
代
　
維
那
光
峻

山
總
持
禅
寺
住
山
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

貞
享
三
丙
寅
暦
六
月
五
日

（
７
）
巻
二
十
八
首　

諸
嶽実

峰
派
夏
代
　
維
那
天
秀

山
總
持
禅
寺
住
山
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

貞
享
五
戊

辰
暦
四
月
十
四
日

（
８
）
巻
二
十
九
首　

諸
嶽大

徹
派
夏
代
　
維
那
光
吉

山
總
持
禅
寺
住
山
記
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元
禄
三
庚

午
暦

（
９
）
巻
三
十
首　

諸
嶽正

月
吉
旦

山
總
持
禅
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

享
保
十
六
辛

亥
年
三
月
穀
旦

（
10
）
巻
六
十
二
首　

諸
嶽如

意
庵
夏
代
　
維
那
松
巖
寺

山
總
持
禅
寺
住
山
記

（
11
）
巻
九
十
七
首　

自
寛
政
二

庚
戌
年
六
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　

  
至
同　

四
壬

子
年
閏
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

妙
高
庵
夏
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

當
維
那
太
清
院

（
12
）
巻
百
二
尾　

普
蔵
院
夏
代
維
那
寮
當
職

　
　
　
　
　
　
　

  

円
通
院　

公
文
書
記
役
太
清
院

　
　
　
　
　
　
　

  

寛
政
十
一

己
未
年
四
月
廿
日
迄
終

　
　
　
　
　
　
　
　

  

諸
嶽
山
新
書
庫
納
置
焉

　

次
に
補
注
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）
巻
三
、一
千
世
春
壑
芳
（
天
文
七
年
六
月
二
十
五
日
入
寺
）
の
次　

諸
嶽
山
總
持
禅
寺
前
住
帳
第
二
千
世
之
始

（
２
）
巻
百
十
九
首　

先
住
山
記

二
天
保
九
年
之
分
〆
拾
四
ヶ
寺
誌
置

　
　
　
　
　
　

  

尾　

天
保
十
一
年
ノ
分
〆
七
十
七
ヶ
寺
也
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（
３
）
巻
百
二
十
首　

先
住
山
記

二
天
保
十
一
年
ノ
分
〆
七
十
七
ヶ
寺
誌

シ
置

（
４
）
巻
百
二
十
二
首　

今
年
ノ
分
先
住
山
記

二　

四
十
八
ヶ
寺
誌

ス

（
５
）
巻
百
二
十
五
首　

嘉
永
四
年

亥
歳
之
分
先
住
山
記

二
五
十
二
ヶ
寺
記

（
６
）
巻
百
二
十
六
首　

嘉
永
五
年

子
歳
之
分
先
住
記

二
三
百
六
十
八
ヶ
寺
記

二
内
壱
本
再
公
文
有

（
７
）
巻
百
二
十
九
首　

先
記
百
五
十
五
員

　

こ
の
よ
う
な
記
録
や
補
注
は
他
の
巻
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
保
存
状
態
が
悪
か
っ
た
た
め
か
、
修
理
の
際
な
ど
に
廃

棄
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
住
山
記
』
は
六
百
年
に
わ
た
り
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、時
代
に
よ
っ
て
、

ま
た
公
文
書
記
に
よ
り
、
記
録
の
方
法
な
ど
も
変
容
し
て
い
る
。
い
ま
前
掲
の
資
料
を
中
心
に
、『
住
山
記
』
の
成
立
事
情
を
考
え
る
と
、

五
院
が
し
か
も
夏
・
冬
代
交
代
で
担
当
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
各
五
院
の
維
那
の
統
轄
の
も
と
で
公
文
書
記
が
記
録
し
て
い
る
こ
と
、
記

録
に
あ
た
っ
て
は
『
住
山
記
』
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
が
、
輪
住
者
名
を
記
し
た
覚
書
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
補
注
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
「
諸
嶽
山
總
持
禅
寺
前
住
帳
」、「
先
住
山
記
」、「
先
記
」
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
時
代
が
下
る
と
五
院
配
下
の
山
内

９
塔

１頭
（
　
）

が
維
那
・
公
文
書
記
を
勤
め
て
い
る
。
巻
六
十
二
に
よ
る
と
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）

は
、
如
意
庵
夏
代
で
維
那
は
松
巖
寺
（
伝
法
庵
下
）
で
あ
り
、
巻
百
二
の
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
は
普
蔵
院
夏
代
で
、
維
那
は
円
通

院
（
妙
高
庵
下
）、公
文
書
記
は
太
清
院
（
妙
高
庵
下
）
で
あ
る
か
ら
、役
割
を
襷
掛
け
で
あ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
巻
九
十
七
に
よ
る
と
、

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
妙
高
庵
夏
代
で
維
那
は
太
清
院
（
妙
高
庵
下
）
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
襷
掛
け
に
よ
る
役
割
分
担
と
は
限
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
五
院
が
夏
・
冬
交
代
で
あ
た
り
、
維
那
統
轄
の
も
と
公
文
書
記
が
記
録
し
、
書
庫

に
納
め
保
管
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
最
後
に
巻
三
、千
十
九
世
普
應
哲
（
天
文
九
年
四
月
八
日
入
寺
）
の
項
に
「
後
奈
良
院
綸
旨
賜
于
此
和
尚
」、
同
巻
千
二
百
八
十
八
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世
万
休
歳
（
永
禄
二
年
十
月
四
日
入
寺
）
の
項
に
「
方
丈
造
立
沈
金
初
也
、
十
月
四
日
壬
刁

（
寅
）

」
と
あ
る
こ
と
を
付
記
し
た
い
。

　
　
【
注
記
】

（
１
）
法
名
の
訂
正
部
分
（
○
印
）
三
百
五
世
仲
翁8

董
、
四
百
四
十
二
世
大
虚
徹8

、
四
百
四
十
三
世
高
巖
柏8

、
四
百
五
十
四
世
師
山

8

8

仁
、
四
百
五
十
八

世
轉8

翁
麟
、
四
百
七
十
五
世
寶
山

8

8

登
、
四
百
九
十
五
世
如
心
恕8

、
四
百
九
十
七
世
喜
叟

8

8

津
、
五
百
四
十
二
世
惟
笑
悦8

、
五
百
七
十
三
世
笑
月

8

8

奕
、

五
百
七
十
五
世
林
英8

逋
、
三
百
二
十
八
世
如8 景

岩菴8
真

（
２
）
初
見
は
巻
四
尾
一
翁
勝
と
巻
五
首
鳳
山
が
と
も
に
千
七
百
四
十
二
世
、
四
万
五
百
九
十
六
世
天
榮
の
項
に
付
箋
「
此
天
榮
和
尚
同
年
八
月
十
七

日
之
處
記
有
之
此
分
二
重
也
除
之
可
申
事
」
と
あ
る
。

（
３
）
特
に
著
し
い
も
の
は
三
万
八
千
八
百
九
世
～
三
万
八
千
八
百
八
十
八
世
、
三
万
八
千
九
百
十
世
～
三
万
八
千
九
百
八
十
九
世
で
と
も
に
八
十
世
。

（
４
）
初
見
は
千
二
百
五
十
七
世
、
な
お
三
千
百
二
十
二
世
～
三
千
百
三
十
四
世
（
通
幻
派
）
他

（
５
）
永
平
寺
・
正
法
寺
な
ど
に
出
世
し
、
改
め
て
總
持
寺
に
出
世
す
る
こ
と
で
あ
る
。
永
平
寺
成
直
の
初
見
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
十
月
十
日

入
寺
の
三
千
三
十
八
世
存
忠
（
筑
後
光
福
寺
）、
正
法
寺
成
直
の
初
見
は
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
七
月
十
五
日
入
寺
の
三
千
二
百
十
一
世
良

円
（
奥
州
正
法
寺
）

（
６
）
大
と
太
、
丁
と
了
、
忄尺（
懌
）
と
快
、
與
と
興
、
英
と
莫
、
鈍
と
純
な
ど
で
あ
る
。

（
７
）
巻
百
三
十
六
に
あ
る
付
箋
紙
に
「
明
治
三
年
七
月
廿
五
日
輪
住
制
廃
止
と
な
る　

瑞
世
師
世
代
は
継
続
す
る
」
と
あ
る
。

（
８
）
永
正
六
年
閏
八
月
二
十
八
日
四
百
五
十
五
世
明
菴
哲
と
四
百
五
十
六
世
心
巖
智
が
入
寺
し
て
い
る
。

（
９
）
初
見
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
三
月
十
五
日
、
六
千
六
百
二
十
五
世
是
椿
と
六
千
六
百
二
十
六
世
伝
越
（
嗣
法
師
是
椿
）

（
10
）
初
見
は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
六
月
九
日
、
千
九
百
七
十
三
世
鶏
雲
源
～
千
九
百
八
十
二
世
芳
伝
で
す
べ
て
通
幻
派
で
あ
る
。

（
11
）
八
月
十
二
日
十
五
名
、
十
三
日
十
名
、
十
四
日
二
十
三
名
、
十
五
日
四
十
七
名
、
十
八
日
三
十
三
名
、
十
九
日
七
名
、
二
十
日
三
十
一
名
、
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二
十
一
日
十
七
名
、
二
十
二
日
十
三
名
、
二
十
三
日
十
三
名
、
二
十
四
日
十
五
名

（
12
）
六
千
二
百
六
十
世
南
宗
（
加
賀
天
窓
院
）
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
正
月
一
日
入
寺
し
て
い
る
。

（
13
）
初
見
は
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
四
月
四
日
、
三
千
二
百
六
十
二
世
龍
従
（
金
鐘
寺　

薩
州
）

（
14
）
初
見
は
寛
永
十
年
六
月
八
日
、
四
千
六
十
三
世
葉
室
孫
（
華
岳
院　

豆
州
）

（
15
）
初
見
は
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
八
月
二
十
八
日
、
五
万
九
百
三
十
七
世
徳
昌
（
箱
岩
寺　

越
後
）

（
16
）
初
見
は
明
治
十
四
年
三
月
二
十
七
日
、
五
万
千
六
十
五
世
雄
鉄
（
信
州
）

（
17
）
初
見
は
明
治
十
七
年
六
月
一
日
、
五
万
千
百
八
十
二
世
惟
裕
（
永
寿
院
山
内
〈
能
登
〉）

（
18
）
初
見
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
三
月
九
日
輪
住
し
た
一
万
六
千
百
六
十
一
世
大
拙
と
、
一
万
六
千
百
六
十
二
世
莱
仙
の
嗣
法
師
は
と
も
に
石

鴦
で
あ
る
が
、
前
者
は
太
源
派
で
後
者
は
大
徹
派
で
あ
る
。

（
19
）
普
蔵
院
＝
興4

禅4

寺4

・
正
覚
寺
・
正
福
寺
・
長
泉
寺
（
四
ヶ
寺
）

　
　

  

妙
高
庵
＝
芳
春
院

4

4

4

・
玉
泉
院
・
昌
寿
寺
・
雲
谷
寺
・
円
通
院
・
太
清
院
・
宝
幢
寺
（
七
ヶ
寺
）

　
　

  

洞
川
庵
＝
慶
福
寺
・
東
源
寺
・
昌
泉
寺
・
秀
翁
寺
（
四
ヶ
寺
）

　
　

  

伝
法
庵
＝
覚
皇
院

4

4

4

・
千
寧
寺
・
永
福
寺
・
松
岩
寺
（
四
ヶ
寺
）

　
　

  

如
意
庵
＝
瑞
雲
寺
・
青
陽
軒
・
永
寿
院
（
三
ヶ
寺
）

　
　
　
　
　
　
（
・
印
は
現
存
塔
頭
）

　
　
　
　（
三
）『
洞
川
庵
住
番
記
』『
洞
川
庵
輪
住
誌
』
と
そ
の
問
題
点

　

洞
川
庵
は
無
端
祖
環
（
？
～
一
三
八
七
）
を
開
基
と
す
る
總
持
寺
山
内
の
塔
頭
で
あ
る
が
、
そ
の
輪
住
帳
は
折
本
装
の
二
冊
か
ら
な
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り
、
第
一
冊
の
『
洞
川
庵
住
番
記
』
は
縦
三
四
・
二
糎
、
横
二
〇
・
〇
糎
で
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
か
ら
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
ま
で
、

二
百
十
五
年
間
の
記
録
で
あ
り
、
第
二
冊
の
『
洞
川
庵
輪
住
誌
』
は
縦
三
四
・
五
糎
、
横
一
九
・
二
糎
で
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
か
ら

明
治
三
年
（
一
八
六
九
）
ま
で
、
三
十
七
年
間
の
記
録
で
あ
る
。
両
者
は
年
代
的
に
欠
落
な
く
継
続
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
表
題
も

異
な
り
、
表
記
法
も
違
い
、
門
派
名
に
つ
い
て
も
、
第
一
冊
は
初
期
に
は
記
録
が
な
く
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
以
降
、
い
く
つ
か
未

記
入
の
年
も
あ
る
が
原
則
と
し
て
あ
り
、
第
二
冊
は
す
べ
て
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
本
来
異
っ
た

二
種
の
輪
住
帳
が
あ
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

ま
ず
最
初
に
『
洞
川
庵
住
番
記
』
と
『
洞
川
庵
輪
住
誌
』
を
翻
刻
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
『
總
持
寺
住
山
記
』
を
掲
示
し
、
そ
の
実
情

と
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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洞
川
庵
住
番
記
―
―
―
前
表
紙

　（
直
第
卅
四
號

　
住
番
記
）

    
（
卷
首
）
當
庵
住
持
職
開
基
滅
後
以
来
門
葉
巡
次

見
席
年
深
矣
尋
其
權
輿
於
何
歳
何
州

請
招
何
寺
院
傳
記
絕
乎
往
昔
不
可
見

　

蓋
按
遭
世
之
喪

（
争
）亂

或
爲
放
火
亡
乎
不
知
將
」

爲
災
火
失
耶
今
之
所
録
者
奧
州
正
法
寺
芳

朔
和
尚
継
彼
墜
緖
中
興
之
實
自
慶
長
十
五

庚
戌
仲
秋
至
翌
申

亥
仲
秋
而
後
七
八
年

復
闕
如
山
時
四
方
尚
猶
未
静
一
派
院
門

多
爲
頽
癈
雖
有
招
命
無
力
荷
負
是
以
」

姑
塔
頭
某
等
互
侍
灑
掃
之
役
更
奉

香
火
之
勤
至
元
和
初
四
海
全
復
於
是

請
状
無
滯
進
退
惟
順
彼
月
泉
道
叟

之
二
派
振
古
勤
力
負
任
者
復
如
故
終
綿

歴
識
註
至
如
今
某
州
何
寺
院
同
諱
字
備
」

戴
記
乎
左
古
史
久
而
文
字
不
易
見
今
茲

某
甲
改
紙
繕
寫
具
乎
後
鑑
尚
不
杇

旹
享
保
三
歳
次
戌

戊
仲
秋

現
昌
泉
住
僧
晩
學
康
覲
誌

　
　
　
總
持
寺
住
山
記
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三無
端
派

　
　
　
　永
平
寺
成
直

千
梵
照
寺

四
十
九
世
星
室
廣
集
和

嗣
法
慶
察
和
尚

　出
羽

 秋
田
人
事

尚
受
号
源
瑞
和
尚

　元
和
四
年

　
　
　
　
　
　
　  

ノ

　  

九
月

廿
日

　

（
該
当
な
し
）　

三無
底
派千

海
安
寺

百
世
笑
巖
宗
誾
和

受
業
同
人

　
 
 
 八
月
十
二
日
入
寺

尚

嗣
法
髙
岩
祖
天
和
尚

　元
和
七

　 

　
出
羽
之
人
事

　
　
　
　
　
　 

辛酉
　

三無
端
派

　永
平
寺
成
直

千
龍
雲
院

百
四
十
二
世
財
庵
周

受
業
賢
受
和
尚

珍

嗣
法
殊

　和
尚

禾上
　
　
　  

　 

元
和
八
年

壬戌
八
月
十
日

生
国
石
州
人
事

　
　

　

（
該
当
な
し
）　

　
　
　
　
　
　    

　 

櫳

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）　

三無
端
派千

永
傳
寺

三
百
六
十
世
誾
達
和

嗣
法
師
淳
越
和
尚

　寛
永
三

　霜
月
廿
四
日

尚
受
号
師
玄
達
和
尚

　生
國
奥
州
住
人
事

　
　
　
　
　
　
　
　   

刁丙        

灵三無
端
派千　（

霊
）泉
寺

三
百
八
十
世

成直
恵
察

五
月
十
六
日

和

受
号
師
直
道
和
尚

　寛
永
四
年

尚
嗣
法
師
守
道
和
尚

　生
國
能
州
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

丁
卯      　

従
元
和
四
戊
午
年
八
月

到
同
五
年

　
　
　
　

従
元
和
五
己
未
年
八
月

到
同
六
年

　
　
　
　

従
元
和
六
庚
申
年
八
月

到
同
七
年

　
　
　
　

従
元
和
七
辛
酉
年
無
端
派

到
同
八
年

　
　
　
　
　

従
元
和
壬
戌
年

到
同
九
年

　

従
元
和
癸
亥
年

到
寛
永
元
年

従
寛
永
元
甲
子
年

補
陀
寺
代
住

　
　

到
同
二
年

　
　

従
寛
永
二
乙
丑
年

到
同
三
年

　
　

従
寛
永
三
丙
刁
年

到
同
四
年

　
　

従
寛
永
四
丁
卯
年

到
同
五
年

　
　

羽
州
庄
内
梵
照
寺
［
星
室
］ 

廣
集
和
尚

常
州
完
戸
龍
穏
院
［
宏
會
］
源
益奕
和
尚

羽
州
酒
田
海
安
寺
［
笑
岩
］
祖
誾
和
尚

石
州
龍
雲
寺
［
財
庵
］
周
珍
和
尚

下
総
州
宗
徳
寺
［
額
峰
］
総
帛
和
尚

能
州
靈
泉
寺
［
湛
應
］
守
存
和
尚

出
羽
秋
田
觀
喜
寺
名
代

林
可
勤

能
州
靈
泉
寺
［
湛
應
］
守
存
和
尚

羽
州
岩
屋
永
傳
寺
誾
達
和
尚

能
州
靈
泉
寺
［
胆
顔
］
恵
察
和
尚
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（
該
当
な
し
）

灵三無
端
派千　泉

寺
三
百
八
十
世

成直

恵
察

五
月
十
六
日

和

受
号
師
直
道
和
尚

　寛
永
四
年

尚
嗣
法
師
守
道
和
尚

　生
國
能
州
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

丁
卯      　

三無
端
門
中
月
泉
派

千
東
照
寺

七
百
七
十
二
世
隣
學
和

嗣
法
師
元
的
和
尚

尚
授
号
師
隣
察
和
尚

　羽
州
長
井

　
　
　
　
　
　  

寛
永
七

　

九
月
廾
□

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

三無
端
派千

瑞
興
寺

八
百
二
十
八
世
天
槊
和

嗣
法
師
右
同

尚
受
業
師
祖
天
和
尚

　奥
州
之
住
人

　  

　
　
　

寛
永
八
年

五
月
三
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

三無
端
派千

東
顕
寺

七
百
四
十
一
世
善
壽
和

嗣
法
師
恕
越

尚
受
号
師
天
越

　
五
月
廿
八
日

　
同（

生
国
）

南
部

従
寛
永
五
戊
辰
年

到
同
六
年

　
　

従
寛
永
六
己
巳
年

到
同
七
年

　
　

従
寛
永
七
庚
午
年

到
同
八
年

　
　

従
寛
永
八
辛
未
年

到
同
九
年

　
　

従
寛
永
九
壬
申
年

到
同
十
年

　
　

従
寛
永
十
癸
酉
年

到
同
十
一
年

　
　

従
寛
永
十
一
甲
戊
年

到
同
十
二
年

　
　

従
寛
永
十
二
乙
亥
年

補
陀
寺
代
住

　
　

到
同
十
三
年

　
　

従
寛
永
十
三
丙
子
年
　

到
同
十
四
年
　
　
　
　

従
寛
永
十
四
丁
丑
年

到
同
十
五
年
　
　

羽
州
仙
北
永
泉
寺
［
通
室
］
受
達
和
尚

能
州
靈
泉
寺
［
胆
顔
］
恵
察
和
尚

羽
州
米
澤
東
照

〔
正
〕寺

［
了
室
］
隣

（
林
）學

和
尚

奥
州
仙
臺
天
雄
寺
珉
達
和
尚

奥
州
伊
澤
永
徳
寺
［
放
山
］
天
膺
和
尚

奥
州
南
部
瑞
興
寺
［
陽
山
］
天
朔
和
尚

羽
州
酒
田
地

（
マ
マ
）持

院
千
宿
和
尚

羽
州
野
代
長
慶
寺
呑
佐
和
尚

能
州
靈
泉
寺
正
幡
和
尚

奥
州
南
部
東
顯
寺
［
崇
嶽
］
善
壽
和
尚
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（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

四無
端
派千瑞

岩
寺百

九
世
大
鈯
和

嗣
法
師
貞
越
和
尚

尚
授
業
師
是
訓
和
尚

　出
羽
長
井
人
事

　
　
　
　  

　  

寛
永
十
关酉

十
月
廿
一
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

従
寛
永
十
五
戊
刁
年

到
同
十
六
年

　
　

従
寛
永
十
六
己
卯
年

到
同
十
七
年

　
　

従
寛
永
十
七
庚
辰
年

到
同
十
八
年

　
　

従
寛
永
十
八
辛
巳
年

到
同
十
九
年

　
　

従
寛
永
十
九
壬
午
年

到
同
二
十
年

　
　
　

従
寛
永
二
十
癸
未
年

到
正
保
元
年

　
　

従
正
保
元
甲
申
年

到
同
二
年

　
　
　

従
正
保
二
乙
酉
年

到
同
三
年

　
　
　

従
正
保
三
丙
戌
年

到
同
四
年

　
　

従
正
保
四
丁
亥
年

到
慶
安
元
年

　
　

闕
住
昌
泉
林
茂
御
影
者
持

闕
住
東
源
寺
春
碩
御
影
者
持

羽
州
米
澤
瑞
巖
寺
［
斧
叟
］
大
咄

（
鈯
）和

尚

下
總
栗
原
寶
成
寺
［
名
洲
］
大
譽
和
尚

常
州
完
戸
龍
穏
院
［
正
眼
］
雲
祝
和
尚

闕
住
昌
泉
寺
林
茂
御
影
者
持

闕
住
東
源
寺
春
碩
御
影
者
持

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
林
茂

闕
住
御
影
者
東
源
寺
春
碩

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
林
茂
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（
該
当
な
し
）

五無
端
派千

建
龍
寺

三
百
卅
七
世
全
皆
和

嗣
法
師
同
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
号
師
嶺
暾
和
尚

　出
羽
之

　
慶
安
三 

庚刁
八
月
十
三
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

五無
端
派千

全
雄
寺

四
百
五
十
六
世
雄
薫
和

嗣
法
師
東
作
和
尚

　住
僧
也

尚

受
号
師
儀
宗
和
尚

　出
羽
之

　
慶
安
四
辛

夘
年
五
月
五
日

　

（
該
当
な
し
）

四無
端
派千

龍
雲
寺

九
百
廿
世
元
仙
和

嗣
法
師
同
和
尚

　
　
　
　
　
　之
住
人

尚

受
号
師
周
珍
和
尚

　
　
　
　
　石
州

　
正
保
三 

丙
戌 

年
十
月
十
二
日

　
三
隅

四無
端
派千

永
泉
寺

九
百
六
十
六
世
壽
源
和

嗣
法
師
同
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
号
師
受
達
和
尚

　出
羽
秋
田
之

　
正
保
四
丁

亥
年
四
月
念
四
日

従
慶
安
元
戊
子
年

到
同
二
年

　
　
　

従
慶
安
二
己
丑
年

到
同
三
年

　
　

従
慶
安
三
庚
寅
年

到
同
四
年

　
　

従
慶
安
四
辛
卯
年

到
承
應
元
年

　
　

従
承
應
元
壬
辰
年

到
同
二
年

　
　
　

従
承
應
二
癸
巳
年

到
同
三
年

　
　

従
承
應
三
甲
午
年

到
明
暦
元
年

　
　

従
明
暦
元
乙
未
年

到
同
二
年

　
　
　

従
明
暦
二
丙
申
年

到
同
三
年

　
　

従
明
暦
三
丁
酉
年

到
萬
治
元
年

　

羽
州
油
利本

庄永
泉
寺
［
端
室
］
芳
的
和
尚

羽道
叟
派州

庄
内
建

（
見
）龍

寺
全
皆
和
尚

羽月
泉
開
山

州
秋
田
補
陀
寺
［
月
堂
］
運
渚
和
尚

闕
住
御
影
者
東
源
寺
春
昨

（
朔
）

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
林
茂

闕
住
御
影
者
東
源
寺
春
昨

（
朔
）

羽
州
庄
内
總
光
寺
［
南
室
］
雄
薫
和
尚

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
林
茂

石無
端
派州

三
隅
龍
雲
寺
元
仙
和
尚

羽
州
仙
北
永六

郷
泉
寺
壽
源
和
尚
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従
萬
治
元
戊
戌
年

到
同
二
年

　
　
　

従
萬
治
二
己
亥
年

到
同
三
年

　
　

従
萬
治
三
庚
子
年

到
同
四
年

　
　

従
寛
文
元
辛
丑
年

到
同
二
年

　
　

従
寛
文
二
壬
寅
年

到
同
三
年

　
　

従
寛
文
三
癸
卯
年

到
同
四
年

　
　

従
寛
文
四
甲
辰
年

到
同
五
年

　
　

従
寛
文
五
乙
巳
年

到
同
六
年

　
　

従
寛
文
六
丙
午
年

到
同
七
年

　
　

従
寛
文
七
丁
未
年

到
同
八
年

　
　

闕
住
御
影
者
秀
翁
院
春
碩

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
堅
康

闕
住
御
影
者
東
源
寺
舜（

春
朔
）

昨

闕
住
御
影
者
慶
徳
寺
林
茂

闕
住
御
影
者
秀
翁
院
春
碩

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
堅
康

羽
州
酒
田
海
安

（
晏
）寺

壽
積
和
尚

闕
住
御
影
者
東
源
寺
春
碩

（
朔
）

闕
住
御
影
者
慶
徳
寺
林
茂

陸
奥
三
春
龍
穏
寺
［
月
宮
］
恵
滿

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）
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従
寛
文
八
戊
申
年

到
同
九
年

　
　

従（
貼
付
紙
）「
元
和
四
ヨ
リ
二
度
目
」

寛
文
九
乙
酉
年

到
同
十
年

　
　

従（
貼
付
紙
）「
始
テ
」

寛
文
十
庚
戌
年
　

到
同
十
一
年

　
　
　

従
寛
文
十
一
辛
亥
年

到
同
十
二
年

　
　

従
寛
文
十
二
壬
子
年

　
月
泉
開
闢

　
　

到
同
十
三
年

　
　

従
延
寶
元
癸
丑
年

到
同
二
年

　
　
　

従
延
寶
二
甲
寅
年

到
同
三
年

　
　

従
延
寶
三
乙
卯
年

到
同
四
年

　
　

従
延
宝
四
丙
辰
年

到
同
五
年

　
　

従
延
寶
五
丁
巳
年

到
同
六
年

　
　

陸
奥
伊
澤
永
徳
寺
［
飲
國
］
長
藝

（
鯨
）

羽
州
庄
内
梵
照
寺
白
雄
和
尚

陸
奥
仙
臺
梅正
溪
寺
［
儀
翁
］
恩
祝
和
尚

陸
奥
南
部
東
顯
寺
［
寶
山
］
全
國
和
尚

出
羽
秋
田
補
陀
寺
［
日
暮
］
鷟
遵
和
尚

出
羽
酒
田
地（

マ
マ
）

持
院
恕
薫
和
尚

陸
奥
仙
臺
願
成
寺
［
徳
巖
］
圓
重
和
尚

石
州
三
隅
龍
雲
寺
［
孤
峰
］
不
白
和
尚

羽道
叟
派州

庄
内
乾

（
見
）龍

寺
［
海
嶽
］
普
禪
和
尚

闕
住
御
影
者
秀
翁
院
存
龍

（
該
当
な
し
）

七無
端
派千

梵
照
寺

四
百
七
十
六
世
白
雄
和

嗣
法
師
玄
逸
和
尚

　住
僧
□

尚

受
号
師
義
歓
和
尚

　羽
州
□

　
寛
文
七
丁

未
歳
四
月
七
日

　

七無
端
派千

松
盛
院

五
百
七
十
世
恩
祝
和

嗣
法
師
麟
藝
和
尚

　住
僧
也

尚

受
号
師
宗
恩
和
尚

　奥
州
之

　
寛
文
八
戊

申
暦
五
月
三
日

　

六無
端
派千

東
顕
寺

九
百
四
十
四
世
全
國
和

嗣
法
師
同
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
門
鷹
和
尚

　南
部
之

　
寛
文
三
癸

卯
天
三
月
十
五
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

六無
端
派千

洞
明
寺

貮
百
四
十
三
世
不
白
和

嗣
法
師
元
仙
和
尚

　住
僧
也

尚

受
号
師
周
珍
和
尚

　石
州
之

　
明
暦
貮
年
丙

申
八
月
廿
四
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）
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従
延
宝
六
戊
午
年

到
同
七
年

　
　

従
延
寶
七
己
未
年

到
同
八
年

　
　

従
延
宝
八
庚
申
年

到
同
九
年

　
　

従
天
和
元
辛
酉
年

到
同
二
年

　
　
　

従
天
和
二
壬
戌
年

到
同
三
年

　
　

従
天
和
三
癸
亥
年

到
同
四
年

　
　

従
貞
享
元
甲
子
年

到
同
二
年

　
　
　

従
貞
享
二
乙
丑
年

到
同
三
年

　
　

従
貞
享
三
丙
寅
年

到
同
四
年

　
　

従
貞
享
四
丁
卯
年

到
同
五
年

　
　

出
羽
由本

庄利
永
泉
寺
玄
龍
和
尚

下
総
州
臼
井
宗
徳
寺
靈
峰
［
円
芝
］
和
尚

羽
州
仙
北
六
郷
永
泉
寺
［
徳
巖
］
祖
三
和
尚

能
州
靈
泉
寺
海
禪
和
尚

羽
州
松
山
總
光
寺
［
來
國
］
尊
察

（
撮
）和

尚

上
總
米
原
大
通
寺
［
乾
嶺
］
梁
宅
和
尚

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
堅
康

奥
州
南
部
昌
歡
寺
［
斧
峰
］
光
鈯
和
尚

出
羽
酒
田
海
晏
寺
玄
要
［
用
津
］
和
尚

闕
住
御
影
者
東
源
寺
柏
榮

七無
端
派千

正
壽
寺

四
百
八
十
五
世
玄
龍
和

嗣
法
師
音
越
和
尚

　住
僧
□

尚

受
号
師
玄
益
和
尚

　羽
州
□

　
寛
文
七
丁

未
歳
四
月
十
七
日

（
該
当
な
し
）

七無
端
派千

永
泉
寺

五
百
八
十
四
世
祖
三
和

嗣
法
師
壽
達
和
尚

　住
僧
也

尚
受
号
師
秀
存
和
尚

　羽
州
之

　
寛
文
八
戊

申
暦
五
月
十
三
日

　

九無
端
派千

霊
泉
寺

百
五
十
三
世
海
禅
和

嗣
法
師
卓
心
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
巡
浦
和
尚

　能
州
之

　
延
寶
九
辛

酉
暦
八
月
九
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

九無
端
派千

梅
林
寺

百
三
十
六
世
玄
要
和

嗣
法
師
尊
龍
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
壽
積
和
尚

　羽
州
之

　
延
宝
九
辛

酉
暦
卯
月
廿
日

　

（
該
当
な
し
）
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従
元
禄
元
戊
辰
年

到
同
二
年

　
　
　

従
元
禄
二
己
巳
年

到
同
三
年

　
　

従
元
禄
三
庚
午
年

到
同
四
年

　
　

從
元
禄
四
辛
未
年

到
同
五
年

　
　

従
元
禄
五
壬
申
年

到
同
六
年

　
　

従
元
禄
六
癸
酉
年

到
同
七
年

　
　

従
元
禄
七
甲
戌
年

到
同
八
年

　
　

従
元
禄
八
乙
亥
年

月
泉
開
闢

　
　
　

到
同
九
年

　
　
　

従
元
禄
九
丙
子
年

到
同
十
年

　
　

従
元
禄
十
丁
丑
年

到
同
十
一
年

　
　

闕
住
御
影
者
慶
徳
寺
白
元

闕
住
御
影
者
秀
翁
院
存
龍

陸
奥
州
三
春
龍
穏
院
麟
之
［
雲
祥
］
和
尚

陸
奥
膽
澤
永
徳
寺
［
龍
谷
］
宅
盤
和
尚

闕
住
御
影
者
昌
泉
寺
堅
康

羽
州
庄
内
梵
照
寺
義
山
［
關
深
］

奥
州
南
部
瑞
雲
寺
東
谷
和
尚

羽
州
秋
田
補
陀
寺
孤
峯
良
本

（
秀
）和

尚

羽
州
米
澤
東
照

（
正
）寺

佛
眼
［
快
與
］
和
尚

奥
州
横
山
大
徳
寺
天
柱
和
尚

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

七無
端
派千

瑞
徳
寺

三
百
三
十
九
世
宅
盤
和

嗣
法
師
傳
鶴
和
尚

　住
僧
也

尚

受
号
師
傳
鶴
和
尚

　奥
州
之

　
寛
文
六
丙

午
歳
三
月
十
三
日

（
該
当
な
し
）

九無
端
派千

梵
照
寺

二
百
十
五
世
関
深
和

嗣
法
師
元
逸
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
関
鐵
和
尚

　羽
州
之

　
天
和
二
壬

戌
暦
卯
月
廿
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）
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従
元
禄
十
一
年

到
同
十
二
年

　

従
元
禄
十
二
己
卯
年

到
同
十
三
年

　
　

従
元
禄
十
三
庚
辰
年

到
同
十
四
年

　
　

従
元
禄
十
四
辛
巳
年

到
同
十
五
年

　
　

従
元
禄
十
五
壬
午
年

到
同
十
六
年

　
　

従
元
禄
十
六
未
年

到
宝
永
元
年

　
　

従
寶
永
元
申
年

到
同
二
年

　
　

従
寶
永
二
酉
年

到
同
三
年

　
　

従
寶
永
三
戌
年

到
同
四
年

　
　

従
寶
永
四
亥
年

到
同
五
年

　
　

闕
住
門
中
輪
次

　
慶
徳
寺
雲
越

　

秀
翁
院
存
龍

昌
泉
寺
康
覲

東
源
寺
柏
栄

能
州
芳
春
院
鳳
山
［
恵
丹
］
和
尚

羽道
叟
派州

庄
内
見
龍
寺
心
嶺
［
卍
月
］
和
尚

羽
州
本
庄
永
泉
寺
禪
鑑
［
智
伯
］
和
尚

羽
州
仙
北
永
泉
寺
蘭
洲
［
瑞
堂
］
和
尚

羽
州
酒
田
泉
流
寺
通
菴
［
円
］
和
尚

奥
州
南
部
瑞
興
寺
覺
苗
［
元
真
］
和
尚

羽
州
酒
田
地（

マ
マ
）

持
院
要
天
和
尚

羽
州
米
澤
瑞
岩
寺
［
鳳
山
］
雪
牛
和
尚

石
州
三
隅
龍
雲
寺
圓
山
［
周
達
］
和
尚

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

一無
端
派万

二
千

永
泉
寺

四
百
七
世
蘭
洲
和

嗣
法
師
義
薫
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
碩
端
和
尚

　羽
州
之

　
元
禄
十
五
壬
午
暦
八
月
十
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

一月
泉
派万

瑞
岩
寺

二
千
七
十
二
世
雪
牛
和

嗣
法
師
養
天
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
養
天
和
尚

　羽
州
之

　
元
禄
十
四
辛

巳
暦
三
月
朔
日

　

一無
端
派万龍

雲
寺三

千
三
百
廿
九
世
圓
山
和

嗣
法
師
雪
山
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚

受
業
師
達
三
和
尚

　
　
　石
州
之

　
寶
永
四
丁
亥
歳
八
月
二
日
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従
寶
永
五
子
年

到
同
六
年

　

従
寶
永
六
丑
年

到
同
七
年

　

従
寶
永
七
寅
年

到
同
八
年

　

従
正
徳
元
卯
年

到
同
二
年

　
　

従
正
徳
二
年
辰

到
同
三
年

　

従
正
徳
三
己
年

到
同
四
年

　

従
正
徳
四
甲
午
年

到
五
年

　
　
　

従
正
徳
五
未
年

到
享
保
元
年

従
享
保
元
年

到
同
二
年

　

従
享
保
二
酉
年

　

月
泉
開
闢

　
　
　

至
同
三
年

　
　
　

羽
州
松
山
総
光
寺
綴
庵
［
宗
甫
］
和
尚

奥
州
梅
溪
寺
觀
堂
［
頓
察
］
和
尚

闕
住
門
中

　
　

東
源
寺
實
門

　

慶
徳
寺
龍
淵

　

秀
翁
院
存
應

　

昌
泉
寺
康
覲

下
総
州
寶
成
寺
嵩

（
崇
）山

［
智
燈
］
和
尚

本
州
靈
泉
寺
壽
門
［
嶺
鶴
］
和
尚

羽
州
酒
田
海
安

（
晏
）寺

金
山
［
雷
峰
］
和
尚

奥
州
南
部
正
音
寺
［
暁
雲
］
鑑
能
和
尚

陸
奥
州
永
徳
寺
無
垢
［
宣
明
］
和
尚

奥
州
三
春
龍
穏
院
高
山
［
本
立
］
和
尚

出
羽
州
秋
田
補
陀
寺
卍
田
千
英
和
尚

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

一道
叟
派

　
　
　
　
　
　
　再
公
文

万寶
成
寺四

千
四
十
七
世
嵩
山
和

嗣
法
師
實
泉
和
尚

　
　
　
　住
僧
也

尚

受
業
師
蘆
洲
和
尚

　
　
　
　下
総
之

　
正
徳
元
年
辛
卯
八
月
初
六
日

一無
端
派万泉

福
寺一

千
九
百
九
十
五
世
嶺
鶴
和

嗣
法
師
顔
窓
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
玉
嶺
和
尚

　
　能
州
之

　
元
禄
十
三
庚
辰
暦
八
月
十
日

　

一道
叟
派万普

廣
寺二

千
四
百
五
十
一
世
雷
峯
和

嗣
法
師
光
室
和
尚

　
　
　
　住
僧
也

尚

受
業
師
龍
頓
和
尚

　
　
　
　羽
州
之

　
元
禄
十
五
壬
午
暦
閏
八
月
十
一
日

一無
端
派万正

音
寺三

千
二
百
八
十
六
世
鑑
能
和

嗣
法
師
萬
永
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
龍
盤
和
尚

　奥
州
之

　
寶
永
四
丁
亥
歳
五
月
三
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）
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従
享
保
三
戌
年

至
同
四
年
　

従
享
保
四
年
亥
　
　

至
同
五
年
子
八
月
　

従
享
保
五
庚
子
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

至
同
六
年
辛
丑
八
月

従
享
保
六
辛
丑
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

至
同
七
年
壬
寅
八
月

従
享
保
七
壬
寅
年

　

無
端
派

　
　
　
　
　

至
同
八
年
夘
年

　

従
享
保
八
年
卯
秋

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

至
同
九
年
甲
辰
年

　

従
享
保
九
年
辰
秋

至
同
十
年
乙
巳
年

従
享
保
十
年
巳
秋

至
同
十
一
丙
午
歳

従
享
保
十
一
丙
午
秋

至
同
十
二
丁
未
年

従
享
保
十
二
丁
未
年

月
泉
派

　
　
　
　
　

至
同
十
三
戊
申
秋

　

當
山
芳
春
［
院
遷
倫
］
萬
喬
和
尚

　

陸正
只
シ
直
請
状

奥
仙
臺
願

正
法
寺
末
寺
月
泉
派
梅
榮
開
山

成
［
寺
］
芝
巖

（
岩
）　

羽
州
床マ

マ

内
見
龍
寺
大
雲
［
法
水
］
和
尚

下
総
臼
井
宗
徳
寺
仙
山
［
黙
要
］
和
尚

奥
州
仙
臺
大
徳
寺
歩
山
和
尚

出
羽
州
米
澤
東
照

（
正
）寺

道
瑞
［
鳳
樹
］
和
尚

奥
州
南
部
東
顯
寺
大
俊
［
呑
龍
］
和
尚
□
（
落
款
以
下
同
じ
）

羽
州
本
庄
永
泉
寺
龍
睡
𠔉氺
門
和
尚

羽
州
仙
北
永
泉
寺
了
之
［
純
解
］
和
尚

上
總
米
原
大
通
寺
海
盤
安
東
和＊尚
（
※

署
名
上
に
あ
る
落
款
は
当
該

の
位
置
に
＊
印
以
下
同
じ

）
（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

一無
端
派
再
公
文

万
 宗
徳
寺

六
千
二
百
三
十
三
世
仙
山
和

嗣
法
師
義
禅
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
義
周
和
尚

　
　下
総
州
之

　
享
保
六 

辛丑 

年
八
月
九
日

　

（
該
当
な
し
）

一道
叟
派萬

再
公
文
東
照
寺

六
千
五
百
三
十
七
世
道
瑞
和

嗣
法
師
密
山
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
尊
雪
和
尚

　
　羽
州
之

　
享
保
八
癸
卯
歳
八
月
五
日

　

（
該
当
な
し
）

一無
端
派万

再
公
文

　
　
　
　
　
　
　永
泉
寺

六
千
八
百
九
十
四
世
龍
睡
和

嗣
法
師
亀
外
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
芳
浮
和
尚

　
　羽
州
之

　
享
保
十 

乙
巳 

年
八
月
九
日

（
該
当
な
し
）

一無
端
派
再
公
文

万

大
通
寺

七
千
二
百
七
十
七
世
海
盤
和

嗣
法
師
石
鳳
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
空
山
和
尚

　上
総
之

　
享
保
十
二
丁

未
年
八
月
九
日
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従
享
保
十
三
戊
申

無
端
派

　
　
　
　

至
同
十
四
己
酉
秋

従
享
保
十
四
己
酉

月
泉
派

　
　
　
　

至
同
十
五
庚
戌
秋

従
享
保
十
五
庚
戌

道
叟
派

　
　
　
　

到
𠆢ユ
十
六
辛
亥
秋

従
享
保
十
六
辛
亥

　

月
泉
派

　
　
　
　
　

到
同
十
七
壬
子

　

從
享
保
十
七
壬
子
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　
　

至
同
十
八
癸
丑
秋

　

従
享
保
十
八
癸
丑
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　
　

到
同
十
九
甲
寅
秋

　

従
享
保
十
九
甲
寅
年

　

月
泉
派

　
　
　
　
　
　

到
同
二
十
乙
卯
秋

　
　

従
享
保
二
十
乙
卯
年

月
泉
派

　
　
　
　
　

到
同
元
文
元
丙
辰
秋

從
元
文
元
丙
辰
秋

　
　

道
叟
派

　
　
　
　
　
　

同
二
丁
巳
年
秋

　
　

従
元
文
二
丁
巳
秋

　
　

月
泉
派

　
　
　
　
　
　

同
三
戊
午
秋

　
　
　
　

石
州
三
隅
龍
雲
寺
古
寶
［
智
璨
］
和
尚＊

奥
州
仙
臺
大正
慈
寺
光
明
［
一
明
］
和＊尚

　

羽
州
庄
内
梵
照
寺
［
頂
山
］
義
門
和＊尚

羽
州
米
澤
瑞
岩
寺
玉
鳳
［
廣
關
］
和＊尚

羽
州
莊
内
總
光
寺
［
一
相
］
儀
圓
和
尚＊

羽
州
莊
内
酒
田
持
地
院
［
覺
圓
］
宗
元
和＊尚

奥
州
南
部
太
田
昌
歓
寺
徹
堂
［
寛
洪
］
□

羽
州
秋
田
補
陀
寺
［
楝
州
］
大
梁＊和
尚

羽
州
酒
田
泉
流
寺
秀＊山
［
恵
日
］
和
尚

奥
州
三
春
龍
穏
院
［
泰
山
］
活＊玄
和
尚

一無
端
派

　
　
　
　
　再
公
文

万

龍
雲
寺

七
千
四
百
七
十
五
世
古
寚
和

嗣
法
師
卍
山
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
石
峯
和
尚

　
　
　石
州
之

　
享
保
十
三 

戊
申 

年
八
月
八
日

　

一月
泉
派

　
　
　
 再
公
文

万

大
慈
寺

七
千
六
百
廿
五
世
光
明
和

嗣
法
師
悟
融
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
國
鯨
和
尚

　奥
州
之

　
享
保
十
四
己

酉
年
八
月
八
日

　

一無
端
派万

六梵
照
寺千

九
十
七
世
義
門
和

嗣
法
師
雷
峰
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
関
深
和
尚

　羽
州
之

　
享
保
五
庚

子
年
四
月
晦
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

一無
端
派万

宗
淵
寺

六
千
三
百
六
十
世
宗
元
和

嗣
法
師
丈
水
和
尚

　住
僧
也

尚
 受
業
師
徹
嚴
和
尚

　羽
州
之

   

享
保
七
壬

寅
年
五
月
廿
一
日

　

一月
泉
派萬昌

歓
寺

七
千
七
百
四
十
六
世
徹
堂
和

嗣
法
師
大
融
和
尚

　
　住
僧
也

尚
 
 受
業
師
本
光
和
尚

　
 奥
州
之

   

享
保
十
五 

庚
戌 

年
四
月
十
日

　

一月
泉
派萬

七長
福
寺千

百
九
十
九
世
大
梁
和

嗣
法
師
通
外
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚　
　
　受
業
師
卍
田
和
尚

　
　
　羽
州
之

   

享
保
十
二 

丁
未 

年
三
月
廿
九
日

　

一道
叟
派万

梅
林
寺

七
千
十
三
世
秀
山
和

嗣
法
師
重
玄
和
尚

　
　
　
　住
僧
也

尚
 

　
　
　受
業
師
雷
峰
和
尚

　
　
　
　羽
州
之

   

享
保
十
一 

丙
午 

年
四
月
十
六
日

一月
泉
派萬

再
公
文
龍
穏
院

九
千
二
百
六
十
八
世
活
玄
和

嗣
法
師
良
悟
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚 
　
　受
業
師
梅
峰
和
尚

　
　
　奥
州
之

   

元
文
二
丁

巳
年
八
月
十
二
日
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道
叟
派
本
寺

　 
從
元
文
三
戊
午
秋

到
同
四
己
未
秋

月
泉
開
闢

　
　
　

從
元
文
四
己
未
秋

到
同
五
庚
申
秋

從
元
文
五
庚
申

　

道
叟
派

　
　
　
　

到
寛
保
元
辛
酉

従
寛
保
元
辛
酉

到
同
二
年
壬
戌

従
寛
保
二
壬
戌

到
同
三
年
癸
亥

「
従

（
貼
付
紙
）

寛
保
三
癸
亥
年

到
延
享
元
甲
子
年
」

「
南

（
貼
付
紙
）

部
領
十
年
目
當

寅
夘
年 

」　
　
　

従
延
享
元
甲
子
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
二
乙
丑
年

　
　

従
延
享
二
乙
丑
年

道
叟
派

　
　
　
　

到
同
三
丙
寅
年

　

従
延
享
三
丙
寅
年

到
同
四
丁
卯
年

奥
州
仙
臺
永
徳
寺
学
海＊
［
禅
參
］
和
尚

奥
州
仙
臺
大正
祥
寺
不＊昧
［
自
鏡
］

羽
州
酒
田
海
晏
寺
大
雪
［
玉
峰
］

本太
源
派州

山
田
洞
雲
寺
［
洲
山
］
頑
鳳□

補
住

下
總
栗
原
寶
成
寺
［
玉
巖
］
元
粹
□

能
州
靈
泉
寺
［
心
月
］
大
圓
和＊尚

奥
州
南
部
瑞＊
雲
寺＊
見□

牛
（
和
尚
な
し
）

羽
州
莊
内
見
龍
寺
［
本
覺
］
観
明＊
（
和
尚
な
し
）

下
總
臼
井
宗
徳
寺
天
柱
［
見
龍
］（
花
押
）

（
該
当
な
し
）

一月
泉
派萬

八長
禅
寺

千
二
百
六
十
二
世
不
昧
和

嗣
法
師
海
琳
和
尚

　
　
　
　住
僧
也

尚　
　
　受
業
師
大
嶺
和
尚

　
　
　
　奥
州
之

  

享
保
十
八
癸

丑
年
四
月
廿
一
日

二道
叟
派万

再
公
文
海
晏
寺

百
二
十
一
世
玉
峯
和

嗣
法
師
慈
船
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
慈
船
和
尚

　
　
　羽
州
之

　
元
文
五 

庚
申 

年
八
月
八
日

　

（
該
当
な
し
）

二道
叟
派万

再
公
文
寶
成
寺

五
百
七
十
八
世
元
粹
和

嗣
法
師
春
貞
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
白
元
和
尚

　下
総
之

　
寛
保
二
壬

戌
年
八
月
十
二
日

　

一無
端
派萬

九安
國
寺

千
九
百
七
十
九
世
大
圓
和

嗣
法
師
瑞
應
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
梅
関
和
尚

　
　能
州
之

　
元
文
五 

庚
申 

年
三
月
十
七
日

　

二道
叟
派万

再
公
文
瑞
雲
寺

千
五
十
九
世
見
牛
和

嗣
法
師
松
音
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
泉
龍
和
尚

　
　奥
州
之

　
延
享
元 

甲
子 

年
八
月
十
二
日

　

二無
端
派萬

二
百延

命
寺六

十
四
世
観
明
和

嗣
法
師
大
容
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
大
容
和
尚

　羽
州
之

　
寛
保
元
辛

酉
年
三
月
廿
四
日

二無
端
派
再
公
文

万
千
四宗

徳
寺百

八
十
四
世
天
柱
和

嗣
法
師
利
見
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
本
皓
和
尚

　下
總
之

　
延
享
三
丙

寅
年
八
月
九
日
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従
延
享
四
丁
卯
年

　

無
端
派

　
　
　
　
　

到
同
五
戊
辰
仲
秋

従
寛
延
元
戊
辰
年

無
端
派

　
　
　
　

到
同
二
己
巳
仲
秋

従
寛
延
二
己
巳
年

　
　

月
泉
派

　
　
　
　
　
　

到
同
二
庚
午
仲
秋

　
　

従
寛
延
三
庚
午
年

　

月
泉
派
源

　
　
　
　

到
同
四
辛
未
仲
秋

従
寶
暦
元
辛
未
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
二
壬
申
中
秋

　

従
寶
暦
二
壬
申
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
三
癸
酉
中
秋

　

従
宝
暦
三
癸
酉
年

到
同
四
甲
戌
年

従
宝
暦
四
甲
戌
年

　

月
泉
派

　
　
　
　
　

到
同
乙
亥
仲
秋

　
　

従
宝
暦
五
乙
亥
年

　

無
底
派

　
　
　
　
　

到
丙
子
仲
秋
望
日

従
寶
暦
六
丙
子
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
七
丁
丑
仲
秋

陸
奥
州
仙
臺
大
徳
寺
仙
丈
（
和
尚
な
し
）

石
見
州
三
隅
龍
雲
寺
［
空
谷
］
契

（
恝
）心

（
花
押
）

奥
州
仙
臺
寶正
鏡
寺
［
定
天
］
何
必
（
花
押
）

羽
州
秋
田
補
陀
寺
［
應
先
］
観
性
（
花
押
）

羽
州
本
莊
永
泉
寺
道
憐
［
智
探
］（
花
押
）

羽
州
米
澤
東
照

（
正
）寺

［
骨
龍
］
自
換
（
花
押
）

加太
源
派州

金
澤
月
照
寺
覃

（
潭
）山

［
良
補
］
補＊住

奥
州
南
部
花
巻
瑞
興
寺
［
魚
参
］
隣
道
（
花
押
）

武直
請
疏

州
秩
父
廣
見
寺
雲＊
蓋＊
［
英
方
］
□

　

羽
州
莊
内
松
山
總
光
寺
［
富
翁
］
壽
山＊

一無
端
派萬

七
千大

徳
寺百

八
十
七
世
仙
丈
和

嗣
法
師
天
海
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
天
柱
和
尚

　
　奥
州
之

　
享
保
十
二 

丁
未 

年
三
月
念
日

　

二無
端
派
再
公
文

万

龍
雲
寺

千
八
百
五
十
八
世
契
心
和

嗣
法
師
大
仙
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
大
仙
和
尚

　石
州
之

　
寛
延
元
戊

辰
年
八
月
九
日

二月
泉
派
再
公
文

万

寶
鏡
寺

二
千
八
十
七
世
何
必
和

嗣
法
師
璨
湖
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
璨
湖
和
尚

　奥
州
之

　
寛
延
二
己

巳
年
八
月
九
日

一月
泉
派萬永

源
寺

七
千
五
百
九
十
八
世
應
先
和

嗣
法
師
観
月
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
即
應
和
尚

　
　
　羽
州
之

　
享
保
十
四 

己
酉 

年
四
月
廿
九
日

一道
叟
派萬

六
千
九東

林
寺百

五
十
世
智
探
和

嗣
法
師
養
親
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
日
台
和
尚

　
　
　羽
州
之

　
享
保
十
一 

丙
午 

年
三
月
十
三
日

一道
叟
派萬

八東
照
寺千

八
百
七
十
世
自
喚
和

嗣
法
師
鳳
樹
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
鳳
樹
和
尚

　
　
　羽
州
之

　
享
保
廿
一 

丙
辰 

年
二
月
廿
二
日

　

（
該
当
な
し
）

一無
端
派萬瑞

興
寺

九
千
五
百
十
一
世
隣
道
和

嗣
法
師
大
酬
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
大
全
和
尚

　
　陸
奥
之

　
元
文
三
戊
午
年
三
月
廿
二
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）
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從
宝
暦
七
丁
丑
年

到
同
八
戊
寅
仲
秋

從
寶
暦
八
戊
寅
年

到
同
九
己
卯
中
秋

従
宝
暦
九
己
卯

　

到
同
十
庚
辰
中
秋

従
寶
暦
十
庚
辰
　

到
同
十
一
辛
巳
秋

從
寶
暦
十
一
辛
巳
秋

到
同
十
二
壬
午
秋

寶
暦
十
二
壬
午
秋
進
山

同
十
三
癸
未
秋
退
院

従
寶
暦
十
三
癸
未
秋

到
明
和
元
年
甲
申
秋

從
明
和
元
申
穐
　

到
同
二
年
乙
酉
秋

従
明
和
二
乙
酉

到
翌
丙
戌
中
秋

從
明
和
三
戌

到
同
翌
亥
秋

羽
州
莊
内
梵
照
寺
［
千
峰
］
如
日
（
花
押
）

奥
州
三
春
龍
穏
院
亮
廓
［
普
宗
］
□

陸月
泉
派奥

仙
臺正
梅
溪
寺
［
一
之
］
環
如
□

羽月
泉
派州

直
請

米
澤
瑞
巖
寺
機
峯
［
海
關
］（
花
押
）

下道
叟
派總

栗
原
寶
成
寺
戒
舟
［
亮
浮
］（
花
押
）

陸道
叟
派
本
寺

奥
仙
臺
永
徳
寺
楚
山
［
慧
白
］
□

羽道
叟
派

州
秋
田
六
郷
永
泉
寺
方
圓
［
良
廣
］（
花
押
）

奥
州
南
部
正
音
寺
佛
超
［
恵
忍
］
□

出月
泉
開
闢

羽
秋
田

＊

補
陀＊
寺
徳＊善
［
民
道
］（
花
押
）

出月
泉
派
補
闕

羽
由
利
本
庄
藏
堅
寺
鳳
髓
［
徹
翁
］
□

二無
端
派萬普

洞
院

二
千
七
十
一
世
千
峰
和

嗣
法
師
太
夢
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
太
夢
和
尚

　
　羽
州
之

　
寛
延
二 

己
巳 

年
五
月
廿
日

　

二月
泉
派
再
公
文

万龍
穏
院

三
千
九
百
十
九
世
亮
廓
和

嗣
法
師
鐵
崖
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
梅
翁
和
尚

　奥
州
之

　
寶
暦
八
戊

寅
年
八
月
七
日

二月
泉
派萬真

法
寺

千
百
五
十
四
世
環
如
和

嗣
法
師
海
翁
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
佐
禅
和
尚

　
　奥
州
之

　
延
享
二 

乙
丑 

年
三
月
廿
三
日

　

二無
端
派
再
公
文

万
瑞
岩
寺

四
千
四
百
廿
五
世
機
峯
和

嗣
法
師
唯
山
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
東
州
和
尚

　羽
州
之

　
寶
暦
十 

庚
辰 

年
八
月
九
日

　

二道
叟
派
再
公
文

万寶
成
寺四

千
五
百
九
十
九
世
戒
舟
和

嗣
法
師
天
順
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
天
順
和
尚

　
　下
總
之

　
寶
暦
十
一 

辛
巳 

年
八
月
八
日

　

（
該
当
な
し
）

二月
泉
派万永

泉
寺

四
千
百
五
十
九
世
方
圓
和

嗣
法
師
大
曷
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
了
之
和
尚

　
　羽
州
之

　
寶
暦
九 

己
卯 

年
五
月
十
八
日

　

二月
泉
派万

再
公
文
正
音
寺

五
千
二
百
七
十
九
世
佛
超
和

嗣
法
師
義
詮
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
天
印
和
尚

　奥
州
之

　
明
和
元
甲
申
年
八
月
五
日

　

二月
泉
派萬大

龍
寺

二
千
五
百
九
十
世
徳
善
和

嗣
法
師
常
轉
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
常
轉
和
尚

　
　羽
州
之

　
寶
暦
二 

壬
申 

年
四
月
八
日

　

二月
泉
派萬

再
公
文

　
　
　藏
堅
寺

五
千
七
百
四
十
三
世
徹
翁
和

嗣
法
師
寂
岩
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
桂
岩
和
尚

　
　羽
州
之

　
明
和
三
丙
戌
年
八
月
七
日
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従
明
和
四
亥

到
子
ノ
中
秋

従
明
和
五
子

到
丑
ノ
中
秋

従
明
和
六
丑

到
寅
中
秋

従
明
和
七
寅

到
辛
卯
中
秋

従
明
和
八
卯
年

到
壬
辰
中
秋

従
安
永
元
壬
辰
年

到
癸
巳
中
秋

　

従
安
永
二
癸
巳
年

到
甲
午
中
秋

　

従
安
永
三
甲
午
年

　

月
泉
派

　
　
　
　
　

到
乙
未
中
秋

　
　

従
安
永
四
乙
未
秋

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

至
丙
申
之
秋

　
　
　

従
安
永
五
丙
申
年

　
　
　
　

月
泉
開
闢

　
　
　
　
　
　
　

到
同
六
丁
酉
之
秋

　
　
　
　

出道
叟
派羽

庄
内
酒
田
持
地
院
［
延
領
］
大
仙
（
花
押
）

下
總
州
千
葉
宗
胤
寺
［
章
巖
］
賢
豊
□

陸正
法
寺
末
月
泉
派
梅
榮
開
山

奥
仙
臺
願
成
寺
石
室
［
橋
堂
］

石無
端
開
闢

州
三
隅
龍
雲
寺
鎭
州＊
［
本
圭
］

羽道
叟
派州

庄
内
見
龍
寺
［
覺
全
］
泰
教
□

奥
州
仙
臺
大
徳
寺＊祖
目
和＊尚
□

羽直
請
疏州

庄
内

道
叟
派

泉＊流
寺
［
千
山
］
藏＊峯
□

奥直
請
疏州

南
部
東
顯
寺
［
祖
海
］
震＊
龍＊

羽
州
本
莊
永
泉
寺
［
興
國
］
寛
豊
（
花
押
）

上直
請
疏總

米
原
大
通
寺
大
安
［
元
亮
］
和
尚
（
花
押
）

（
該
当
な
し
）

二道
叟
派万

再
公
文

　宗
胤
寺

六
千
百
五
十
八
世
賢
豊
和

嗣
法
師
秀
賢
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
秀
賢
和
尚

　下
総
之

　
明
和
五
戊
子
年
八
月
九
日

　

（
該
当
な
し
）

二無
端
派万

再
公
文

　
　
　
　龍
雲
寺

六
千
五
百
五
十
九
世
鎭
州
和

嗣
法
師
白
龍
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
文
山
和
尚

　石
州
之

　
明
和
七
庚
寅
年
八
月
八
日

　

（
該
当
な
し
）

二無
端
派万

保
寿
寺

四
千
五
十
七
世
祖
目
和

嗣
法
師
運
明
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
運
明
和
尚

　奥
州
之

　
寶
暦
九
己
卯
年
三
月
廿
二
日

　

（
該
当
な
し
）

二道
叟
派萬

新
井
寺

四
千
六
百
七
十
世
祖
海
和

嗣
法
師
越
宗
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
單
禅
和
尚

　
　下
総
之

　
寶
暦
十
二
壬
午
年
三
月
六
日

　

（
該
当
な
し
）

二月
泉
派万

再
公
文

　大
通
寺

七
千
七
百
五
世
大
安
和

嗣
法
師
天
海
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
天
海
和
尚

　總
州
之

　
安
永
五
丙
申
年
八
月
十
一
日
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従
安
永
六
酉
年

　
　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
七
戊
戌
秋

　
　

従
安
永
七
戌
年

　
　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
八
亥
秋

　
　

従
安
永
八
亥
年

　

月
泉
派

　
　
　
　

到
同
九
庚
子
秋

従
安
永
九
庚
子
年

　

無
底
派

　
　
　
　
　

到
天
明
元
辛
丑
秋

従
天
明
元
辛
丑
年

　

月
泉
開
闢

　
　
　
　

到
同
二
壬
寅
秋

　

従
天
明
二
壬
寅
歳

到
同
三
癸
卯
秋

從
天
明
三
癸
卯
年

　 

　
月
泉
開
闢

　
　
　

到
同
四
甲
辰
中
秋

從
天
明
四
甲
辰
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
五
乙
未
中
秋

從
天
明
五
乙
巳
年

到
同
六
丙
午
年

天
明
六
丙
午
年

　
　
　

　
　
　
　
　
進
菴

　
　

同
七
丁
未
八
月
退
院

出
羽
庄
内
海
晏
寺
海
門
［
實
山
］（
花
押
）

出
羽
莊
内
總
光
寺
層

□

雲

□

［
洞
龍
］

奥直
請
疏州

仙
臺
大正
慈
寺
孤

□

峯

□

［
仙
巖
］

武直
請
疏

州
秩
父
廣
見
寺
［
天
隆
］
壽
門
○
（
※
落
款
以
下
同
じ
）

羽
州
秋
田
補
陀
寺
實
参
（
花
押
）

山
内
覺
皇
院
徳
岩
補
住
（
花
押
）

奥
州
三
春
龍
穏
院
萬
元
［
一
如
］（
花
押
）

羽
州
庄
内
梵
照
寺
［
大
庵
］
慧
覺
（
花
押
）

奥
州
南
部
昌
歓
寺
徹
宗
［
探
玄
］
□

奥道
叟
派
本
寺

州
仙
臺
永
徳
寺
［
大
忍
］
楚
寶
□

二月
泉
派万

満
福
寺

三
千
九
百
十
一
世
實
山
和

嗣
法
師
雪
童
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
雪
童
和
尚

　
　羽
州
之

　
寶
暦
八
戊
寅
年
七
月
十
五
日

　

二道
叟
派萬圓

應
寺五

千
九
百
七
十
五
世
洞
龍
和

嗣
法
師
慈
船
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
潜
龍
和
尚

　
　羽
州
之

　
明
和
四
丁
亥
年
八
月
十
八
日

　

（
該
当
な
し
）

二無
底
派万

慈
眼
寺

二
千
九
百
七
十
三
世
壽
門
和

嗣
法
師
英
器
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
雲
蓋
和
尚

　武
州
之

　
寶
暦
三 

癸
酉 

年
八
月
十
一
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

二月
泉
派万

再
公
文
龍
穏
院

八
千
九
百
世
萬
元
和

嗣
法
師
亮
廓
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
亮
廓
和
尚

　
　
　奥
州
之

　
天
明
三
癸
卯
年
八
月
十
四
日

　

二道
叟
派万

再
公
文
梵
照
寺

八
千
九
百
七
十
八
世
慧
覺
和

嗣
法
師
祖
海
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
祖
海
和
尚

　羽
州
之

　
天
明
四
甲
辰
年
八
月
八
日

　

二月
泉
派万

寶
泉
寺

六
千
五
百
二
十
三
世
徹
宗
和

嗣
法
師
本
宗
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
本
宗
和
尚

　
　羽
州
之

　
明
和
七
庚
寅
年
五
月
十
二
日

　

二道
叟
派万

常
楽
寺

六
千
二
百
六
十
二
世
楚
寶
和

嗣
法
師
楚
山
和
尚

　住
僧
也

尚　
　
　
　受
業
師
楚
山
和
尚

　奥
州
之

　
明
和
六
己
丑
年
四
月
五
日
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従
天
明
七
未
年

　

道
叟
派

　
　
　
　

同
八
申
八
月
退
院

從
天
明
八
申
年

　
　
　

月
泉
派

　
　
　
　
　
　

同
寛
政
元
酉
八
月
退
院

從
寛
政
元
酉
年

　
　

道
叟
開
闢

　
　
　
　

到
同
二
戌
八
月
退
院

從
寛
政
二
戌
年

　
　

月
泉
開
闢

　
　
　
　

到
同
三
亥
八
月
退
院

従
寛
政
三
辛
亥
年

到
同
四
壬
子
中
秋

従
寛
政
四
壬
子
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
五
癸
丑
仲
秋

従
寛
政
五
癸
丑
年

道
叟
派

　
　
　
　

到
同
六
甲
寅
仲
秋

従
寛
政
六
甲
寅
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
七
乙
卯
仲
秋

從
寛
七
乙
卯
年

　

道
叟
派

　
　
　
　

到
同
八
丙
辰
仲
秋

従
寛
政
八
丙
辰
年

　

無
端
派

　
　
　
　
　

到
同
九
丁
巳
仲
秋

下
總
州
栗
原
寶
成
寺
［
泰
山
］
仙
陵
□

羽
州
米
澤
瑞
岩
寺
徳
岩
［
玄
了
］
□

羽
州
米
澤
東
正
寺
日
枝
［
宗
杲
］
□

奥
州
仙
臺正
大
祥
寺
［
石
堂
］
斑
牛
□

石無
端
開
闢

州
三
隅
龍
雲
寺
禪
卓
［
玄
龍
］
□

下
總
州
千
葉
郡
矢
作
村
千
手
院

（
寺
）［

至
道
］
孝
淳
□

羽
州
秋
田
永
泉
寺
［
鐵
山
］
獨
秀
（
花
押
）

羽
州
酒
田
持
地
院
一
提
（
花
押
）

羽
州
庄
内
見
龍
寺
［
秀
山
］
大
龍
（
花
押
）

奥
州
仙
臺
大
徳＊
寺
祖＊
苗＊

二無
端
派万

寶
成
寺

七
千
二
百
廿
六
世
泰
山
和

嗣
法
師
須
山
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚

受
業
師
須
山
和
尚

　
　
　下
総
之

　
安
永
三 

甲
午 

年
五
月
二
十
一
日

　

（
該
当
な
し
）

二道
叟
派万

實
相
寺

六
千
三
百
四
十
九
世
日
枝
和

嗣
法
師
亨
巖
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚

受
業
師
賢
宗
和
尚

　
　
　下
総
之

　
明
和
六
己
丑
年
六
月
二
十
四
日

三月
泉
派万

再
公
文

　大
祥
寺

三
百
四
十
六
世
斑
牛
和

嗣
法
師
霊
源
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
湖
岳
和
尚

　奥
州
之

　
寛
政
二 

庚
戌 

年
八
月
十
日

　

（
該
当
な
し
）

三道
叟
派万

再
公
文

　千
手
院

千
百
三
十
二
世
孝
淳
和

嗣
法
師
朴
勇
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
朴
勇
和
尚

　下
總
州

　
寛
政
四 

壬
子 

年
八
月
八
日

　

二道
叟
派萬祇

薗
寺

五
千
七
百
十
三
世
鐵
山
和

嗣
法
師
縁
翁
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
縁
翁
和
尚

　
　羽
州
之

　
明
和
三
丙
戌
年
四
月
二
十
五
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

二月
泉
派万

保
壽
寺

八
千
八
百
四
十
六
世
祖
苗
和

嗣
法
師
仙
蓉
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
祖
目
和
尚

　奥
州
之

　
天
明
三
癸
卯
年
四
月
十
八
日
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従
寛
政
九
丁
巳
年

　

道
叟
派

　
　
　
　
　

到
同
十
戊
午
仲
秋

寛
政
十
戊
午
歳

　
　

月
泉
派

　
　
　
　
　

到
同
十
一
己
未
仲
秋

寛
政
十
一
己
未
歳

　
　

道
叟
派

　
　
　
　
　
　

到
同
十
二
庚
申
秋

　
　

寛
政
十
二
庚
申
仲
秋

　

月
泉
派

　
　
　
　
　
　

到
享
和
元
辛
酉
秋

　
　

享
和
元
壬
歳

　
　

道
叟
派

　
　
　
　

八
月
退
院

　
　

従
享
和
二
壬
戌
八
月

無
底
派

　
　
　
　
　

到
享
和
三
癸
亥
八
月

従
享
和
三
癸
亥
八
月

到
文
化
元
甲
子
八
月

従
文
化
元
甲
子
八
月

到
文
化
二
乙
丑
八
月

従
文
化
二
乙
丑
八
月

到
文
化
三
丙
寅
八
月

従
文
化
三
丙
寅
八
月

到
文
化
四
丁
卯
八
月

奥
州
南
部
瑞＊雲
寺
伯＊峯

羽
州
秋
田
補
陀
寺

□

［
端
相
］
教□

嚴
（
花
押
）

羽
州
本
庄
永
泉
寺

□

［
鳳
山
］
一□

毛
（
花
押
）

奥
州
仙正
臺
寶
鏡
寺
［
震
龍
］
運□

峰

羽
州
庄
内
總
光
寺

□
［
天
翁
］
貫

□

道
（
花
押
）

武
州
秩
父

廣
見
寺
代

住
　
　

　
奥
州
會
津
常
金
寺
［
巨
海
］
冠
龍
□

奥月
泉
開
闢

州
三
春
龍
穏
院
本
然
［
量
義
］
□

奥
州
仙
臺
永
徳
寺
［
眼
聞
］
道
活
□

賀天
心
派
補
住

州
金
澤
永
福
寺
［
佛
壽
］
道
應
□

上月
泉
派總

米
原
大
通
寺
［
仙
山
］
日
峰
□

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

三道
叟
派万

再
公
文

　永
泉
寺

三
千
二
百
八
十
九
世
一
毛
和

嗣
法
師
一
山
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
一
山
和
尚

　
　羽
州
之

　
寛
政
十
一 

己
未 

年
八
月
八
日

　

二無
端
派万

宝
鏡
寺

七
千
四
百
七
十
七
世
運
峯
和

嗣
法
師
慈
門
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
慈
門
和
尚

　
　
　奥
州
之

　
安
永
四 

乙
未 

年
四
月
二
十
八
日

　

二道
叟
派万

永
蓮
寺

八
千
九
百
八
十
二
世
貫
道
和

嗣
法
師
敖
山
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
孝
順
和
尚

　
　羽
州
之

　
天
明
四
甲
辰
年
八
月
十
二
日

　

二通
幻
派万

常
金
寺

九
千
百
六
十
五
世
冠
龍
和

嗣
法
師
梅
関
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
的
翁
和
尚

　奥
州
之

　
天
明
五
乙
巳
年
十
月
朔
日

　

（
該
当
な
し
）

二道
叟
派万寶

壽
寺七

千
九
百
九
十
六
世
道
活
和

嗣
法
師
楚
山
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
楚
山
和
尚

　
　奥
州
之

　
安
永
七
戊
戌
年
四
月
二
十
一
日

二通
幻
派万

九融
山
院千

四
百
三
十
四
世
道
應
和

嗣
法
師
英
道
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
呑
光
和
尚

　加
州
之

　
天
明
八
戊
申
年
三
月
廿
日

　

三月
泉
派万

再
公
文

　大
通
寺

五
千
五
十
九
世
白（

日
）峰

和

嗣
法
師
千
峰
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
忍
洲
和
尚

　
　上
總
之

　  

文
化
三
年 

丙
寅 

年
八
月
九
日
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従
文
化
四
丁
卯
八
月

到
文
化
五
戊
辰
八
月

従
文
化
五
戊
辰
八
月

到
文
化
六
己

巳
八
月

従
文
化
六
己
巳
八
月

到
文
化
七
庚
午
八
月

従
文
化
七
庚
午
八
月

　

月
泉
派

　
　
　
　
　
　

到
文
化
八
辛
未
八
月

從
文
化
八
辛
未
八
月

到
文
化
九
壬
申
八
月

従
文
化
九
壬
申
年
八
月

　

無
端
派

　
　
　
　
　
　
　

到
文
化
十
癸
酉
年
八
月

從
文
化
十
癸
酉
年
　
　

到
文
化
十
一
甲
戌
八
月

従
文
化
十
一
戌
年

到
文
化
十
二
亥
年

従
文
化
十
二
亥
年
八
月
　

到
文
化
十
三
子
年
八
月

従
文
化
十
三
子
年
八
月

到
文
化
十
四
丑
年
八
月

奥月
泉
派州

南
部
花
巻
瑞
興
寺
［
大
任
］
百
秀
□

下道
叟
派總

栗
原
寶
成
寺
［
頑
山
］
千
界

（
介
）□

羽同
國
松
原
補
陀
寺
代
住
月
泉
派

州
二
井
田
温
泉
寺
［
麒
峰
］
祖
麟
□

奥
州
仙
臺
湊
梅
溪
寺
大
東
（
花
押
）

羽道
叟
派州

酒
田
泉
流
寺
逆
流
［
川
］
□

石
州
龍
雲
寺
［
機
山
］
白
禪
□

月
泉
派
羽
州
瑞
岩
寺
［
恵
岳
］
玄
定
□

道
叟
派
羽
州
梵
照
寺
［
海
屋
］
了
因
○

無
端
派
羽
州
米
澤
東
正
寺
［
樹
黙
］
泰
英
□

越通
幻
派
補
住

中
小
竹
報
恩
寺
［
聯
洞
］
明
宗
□

二無
端
派万

圓
通
寺

八
千
三
百
五
十
一
世
百
秀
和

嗣
法
師
芳
隣
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
活
堂
和
尚

　奥
州
之

　
安
永
九
庚
子
年
四
月
十
六
日

　

三無
端
派万

寶
成
寺

二
千
八
百
九
十
三
世
千
介
和

嗣
法
師
泰
山
和
尚

　
　住
僧
也

尚
　受
業
師
泰
山
和
尚

　
　下
総
之

　
寛
政
九 

丁
巳 

年
閏
七
月
十
六
日

（
該
当
な
し
）

三無
端
派万

照
源
寺

千
四
百
四
十
七
世
大
東
和

嗣
法
師
慧
燈
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
蔵
山
和
尚

　奥
州
之

　
寛
政
五
癸
丑
年
五
月
七
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

三無
底
派万

五
千長

泉
寺百

八
世
玄
定
和

嗣
法
師
楞
屋
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
隆
全
和
尚

 同
州
之

   

文
化
三 

丙
寅 

年
九
月
廿
七

（
羽
）

日

三無
端
派万

梵
生
寺

六
（
マ
マ
）

千
四
百
三
十
四
世
了
因
和

嗣
法
師
霄
外
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
霄
外
和
尚

　羽
州
之

　
文
化
十
癸

酉
年
三
月
九
日

　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）
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従
文
化
十
四
丑
八
月

到
文
政
元
寅
八
月

従
文
政
元
寅
年
八
月

到
文
政
二
卯
八
月

従
文
政
二
卯
八
月

到
文
政
三
辰
八
月

従
文
政
三
辰
八
月

到
文
政
四
巳
八
月

従
文
政
四
巳
八
月

到
文
政
五
午
八
月

従
文
政
五
午
八
月

到
文
政
六
未
八
月

従
文
政
未
八
月

到
同
七
申
仲
秋

従
文
政
七
申
八
月

到
文
政
八
酉
八
月

從
文
政
八
酉
八
月

到
文
政
九
戌
八
月

從
文
政
九
丙
戌
八
月

到
文
政
十
丁
亥
八
月

月
泉
派
奥
州
南
部
正
音
寺
［
祖
覺
］
泰
壽
□

無
端
派
下
總
臼
井
宗
徳
寺
如
實
［
要
山
］
□

道
叟
派
羽
州
庄
内
見
龍
寺
［
金
山
］
鐵
圓

○

奥
州
一
ノ
関
　

願
成
寺
代
住
　
能
州
山
田
洞
雲
寺
［
心
學
］
泰
明
□

道
叟
派
羽
州
酒
田
持
地
院
［
滿
令
］
秀
圓

□

道永
徳
寺
代
住

叟
派

奥
州
仙
臺

代
奥
州
古
川
瑞
川
寺
［
能
忍
］
寂
點
□

　

無先
住端

予
代

派
奥
州
仙
臺
横
山
大
徳
寺
［
雅
峰
］
傳□

　
□ 英

　

奥
州
三
春

龍
穏
院
代
　
山
内
覺
皇
院
金
猊
□

道
叟
派
羽
州
松
山
總
光
寺
［
泰
山
］
嶽
海
□
□

道
叟
派

［
羽
州
本
庄
］

永
泉
寺
［
機
外
］
喆

（
哲
）俊

□
□

（
該
当
な
し
）

三道
叟
派万

東
禅
寺

千
百
一
世
要
山
和

嗣
法
師
大
頂
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
　
　受
業
師
準
穀
和
尚

　
　
　下
総
之

　
寛
政
四 

壬
子 

年
六
月
十
八
日

　

三無
端
派万

見
政
寺

千
七
百
九
十
九
世
金
山
和

嗣
法
師
泰
教
和
尚

　
　
　
　住
僧
也

尚

受
業
師
泰
教
和
尚

　
　
　
　羽
州
之

　
寛
政
六
甲
寅
年
四
月
廿
二
日

　

（
該
当
な
し
）

三無
端
派万

再
公
文

　
　持
地
院

八
千
百
六
十
六
世
秀
圓
和

嗣
法
師
来
観
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚

受
業
師
圓
眼
和
尚

　
　
　羽
州
之

　
文
政
四
辛
巳
年
八
月
八
日

　

三太
源
派万

瑞
川
寺

八
千
三
百
六
十
五
世
寂
點
和

嗣
法
師
圓
應
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
丹
源
和
尚

　奥
州
之

　
文
政
五
壬

午
年
四
月
十
九
日

　

（
該
当
な
し
）

三大
徹
派万

覚
皇
院

六
千
六
百
六
十
八
世
金
猊
和

嗣
法
師
祖
印
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
石
翁
和
尚

　本
州
之

　
文
化
十
一
甲

戌
年
三
月
晦
日

　

三無
端
派万

總
光
寺

七
千
六
百
七
十
八
世
嶽
海
和

嗣
法
師
義
山
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
貫
道
和
尚

　羽
州
之

　
文
政
二
己

卯
年
四
月
八
日

三無
端
派万

再
公
文

　
　
　永
泉
寺

九
千
四
百
三
十
二
世
喆

（
哲
）俊

和

嗣
法
師
徹
道
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
鳳
髄
和
尚

　同
州
之

　
文
政
九
戌
年
八
月
十
日

（
羽
）　
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從
文
政
十
丁
亥
八
月
　

到
文
政
十
一
戊
子
八
月

從
文
政
十
一
戊
子
八
月

到
文
政
十
二
己
丑
交
代

従
文
政
十
二
己
丑
八
月

　
　

到
文
政
十
三
庚
寅
八
月
交
代

従
天
保
元
庚
寅
八
月

　
　

到
天
保
二
辛
卯
八
月
交
代

從
天
保
二
卯
八
月

　

到
天
保
三
辰
八
月

従
天
保
三
壬
辰
八
月

到
天
保
四
癸
巳
八
月

奥
州
南
部

月
泉
派

　
東直

請
疏

顯
寺
［
普
山
］
亮＊天
□

羽
州
秋
田

月
泉
派

　
補
陀
寺
實
翁
［
玄
法
］
□

羽
州
秋
田

道
叟
派

　
永
泉
寺
獨
仙
［
智
峰
］
□

奥
州
仙
臺

月
泉
派

　
大
慈
寺
［
大
賢
］
哲
宗
□

太
源
派
補西

江
州
今
津
宿

住
曹
澤
寺

＊

巨＊
海＊
［
仙
學
］

無
端
派石

州
三
隅

龍
雲
寺＊［
玉
宗
］
寛＊仲

（
該
当
な
し
）

三無
端
派万

光
明
寺

三
千
八
百
九
十
三
世
玄
法
和

嗣
法
師
海
翁
和
尚

　住
僧
也

尚

受
業
師
實
山
和
尚

　羽
州
之

　
享
和
二 

壬
戌 

年
四
月
廿
八
日

　

三無
端
派万

祇
薗
寺

五
千
八
百
八
十
七
世
獨
仙
和

嗣
法
師
獨
秀
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
獨
秀
和
尚

　
　同
州
之

　
文
化
七 

庚
午 

年
四
月
五
日

（
羽
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

三無
端
派万

福
王
寺

四
千
百
三
十
五
世
寛
仲
和

嗣
法
師
寶
山
和
尚

　
　住
僧
也

尚

受
業
師
自
宣
和
尚

　
　石
州
之

　
享
和
二 

壬
戌 

年
八
月
十
九
日

天
保
二
卯
八
月
開
山
二
代
五
百
年
四
百
五
十
年
遠
忌
相
務
ム
尤
モ
旧
命
新
命
入
交
リ
務

御
両
尊
遠
忌
之
新
命
也
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三無
端
派万

五
千妙

音
寺七

百
七
十
四
世
祖
印

武
州
之

和

嗣
法
師
全
牛
和
尚

尚
受
業
師
不
山
和
尚

 
 

 　

文
化
六
己

巳
年
八
月
十
三
日住

僧
也

三道
叟
派万

七
千新

井
寺四

百
四
十
二
世
祥
山
和

嗣
法
師
千
介
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
千
介
和
尚

　同
州
之

　
文
化
十
五
戊

寅
年
三
月
二
十
一
日

（
下
総
）

（
該
当
な
し
）

三月
泉
派万

五
千

最
勝
院二

百
四
十
七
世
諦
道
和

嗣
法
師
日
峰
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
泰
巖
和
尚

 上
總
之

   

文
化
四
丁

卯
年
五
月
十
日

（
該
当
な
し
）

三無
底
派万

五
千長

泉
寺百

八
世
玄
定
和

嗣
法
師
楞
屋
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
隆
全
和
尚

 同
州
之

   

文
化
三
丙

寅
年
九
月
廿
七

（
羽
）

日

（
該
当
な
し
）

三無
端
派万

八
千

菅
生
院三

百
四
十
七
世
祖
學
和

嗣
法
師
玄
麟
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
玄
麟
和
尚

　同
州
之

　
文
政
五
壬

午
年
四
月
九
日

（
奥
）

　

（
該
当
な
し
）

無直
請底

派
　

道
叟
派

月
泉
派

月直
請泉

派

道直
請叟

派

月直
請泉

派

三
住道

叟
派

月直
請泉

派

道直
請叟

派

從
天
保
四
癸
巳
八
月

至
天
保
五
甲
午
八
月

従
天
保
五
甲
午
八
月
十
五
日

到
天
保
六
乙
未
八
月
十
五
日

従
天
保
六
乙
未
八
月

到
天
保
七
丙
申
退
院

従
天
保
七
丙
申
八
月

到
天
保
八
丁
酉
退
院

従
天
保
八
丁
酉
八
月

　
　

到
天
保
九
戊
戌
八
月
退
院

天
保
十
己
亥
八
月
望
交
代

天
保
十
一
庚

子
八
月
交
退

天
保
十
二
辛
丑

八
月
交
代
日

従
天
保
十
二
年
辛
丑

　
　
　
　

中
秋
交
代

至
天
保
十
三
年
壬
寅

　
　
　
洞
川
庵
輪
住
誌

武
州
秩
父
大
宮
廣
見
寺
［
鐵
山
］
祖□

印
□

下
總
州
栗
原
寶
成
寺
代
慈
雲
寺
［
祥
山
］
仙
瑞
□

奥
州
南
部
昌
歓
寺
［
戒
天
］
爲

□

孝

□
上
總
州
米
原
大
通
寺
［
聖
山
］
諦

□

道□

羽
州
莊
内
海
晏
寺
［
海
山
］
智□

　
□ 門

羽
州
米
澤
根
岸
村
瑞
巖
［
寺
］［
恵
岳
］
玄
定
□
□

羽
州
米
澤
領
赤
湯
東
正
寺
［
樹
黙
］
泰
英
□□

奥
州
仙
臺
磐
井
一

ノ
関
流
峠
大
祥
寺

口礻二
學
□

羽
州
莊
内
梵
照
寺
［
圓
通
］
魯
道
□
□

　
　
　
總
持
寺
住
山
記
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四無
端
派万

千宗
胤
寺八

百
六
十
二
世
鳳
山
和

嗣
法
師
同

　
　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
唫
龍
和
尚

　下
總
州
之

　
天
保
十
年
三
月
十
二
日

（
該
当
な
し
）

四無
端
派万

二
千

海
蔵
寺

七
百
三
十
九
世
泰
然
和

嗣
法
師
同

　
　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
徳
運
和
尚

　奥
州
之

   

天
保
十
四
年
三
月
十
六
日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

四月
泉
派万

二
千

観
林
寺

五
百
五
十
七
世
天
龍
和

嗣
法
師
瑞
秀
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
慈
音
和
尚

　同

　
天
保
十
三
年
四
月
十
六
日

（
奥
州
之
）　

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

四月
泉
派万

二
千

寶
鏡
寺二

百
九
十
四
世
得
宗
和

嗣
法
師
禅
梁
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
良
牛
和
尚

　奥
州
之

　
天
保
十
二
年
三
月
十
五
日

　

道代
住叟

派

大
徹
派

月直
請泉

派

無
端
派

道直
請叟

派

道直
請叟

派

無
端
派

道直
請叟

派

通
幻
派

月直
請泉

派

天
保
十
三
寅
歳
従上

　
　
　
　

至
天
保
十
四
卯

ノ
八
月
交
代

天
保
十
四
卯
八
月
ヨ
リ

　

至
天
保
十
五
辰
八
月
退
院

弘
化
元
年
辰
秋

同
二
年
八
月
退

弘
化
二
年
巳
秋

　

同
三
年
八
月
退
院

弘
化
三
年
午
秋

　

同
四
年
八
月
退
院

従
弘
化
四
丁
未
八
月

到
嘉
永
元
戊
申
八
月

從
嘉
永
元
戊
申
八
月

到
同
暦
己
酉
八
月

嘉
永
二
酉
秋

　　
　

到
同
三
年
八
月
交
代

従
嘉
永
三
戌
八
月　

至
同
暦
四
亥
八
月
退

嘉
永
四
亥
八
月
ヨ
リ

同
暦
五
子
八
月
迠

　

下
總
州
千
葉
宗同

州
臼
井
宗
徳
寺
代

胤
寺
瑞
應
［
鳳
山
］
□

　

本羽
州
庄
内
狩
川
見
龍
寺
代

州
山
内
覺
皇
院
智
寂
□

奥江
戸
年
禮
相
勤

州
三
春
龍
穏
院
佛
國
［
泰
然
］
□

　

本羽
州
秋
田
補
陀
寺
代

州
七
尾
靈
泉
寺
俊
峰
［
泰
英
］
○

羽
州
庄
内
酒
田
泉
流
寺
［
實
山
］
大□

□ 悟

奥
州
盛
岡
瑞
雲
寺
天
龍
□
□

奥
州
横
山
大
徳
寺
岳
照
（
花
押
）

羽
州
莊
内
酒
田
持
地
院
［
智
秀
］
實
參
□

當奥
州
膽
沢
永
徳
寺
代

國
七
海
萬
年
寺
剛
堂
□

奥
州
仙
臺
本
吉
［
寶
鏡
寺
］［
悟
山
］
得
宗
□○
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三無
端
派万

七
千總

光
寺六

百
七
十
八
世
嶽
海

（
羽
）

和

嗣
法
師
義
山
和
尚

　
　住
僧
也

尚
受
業
師
貫
道
和
尚

　
 同
州
之

   

文
政
二 

己
卯 

年
四
月
八
日

（
該
当
な
し
）

四道
叟
派万

五
千

永
泉
寺

五
百
三
十
六
世
活
牛
和

嗣
法
師
同

　
　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
禅
山
和
尚

　羽
州
之

　
嘉
永
七
年
八
月
十
一
日

　

四無
端
派万

五
千

吉
祥
寺七

百
三
十
八
世
鐵
崖
和

嗣
法
師
同

　
　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
龍
苗
和
尚

　石
州
之

  

安
政
二
年
六
月
十
六
日

　

四無
端
派万

二
千

大
覚
寺八

百
九
十
五
世
道
應
和

嗣
法
師

　同

　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
泰
英
和
尚

　本
州
之

  

天
保
十
五
辰

年
正
月
十
八
日

四月
泉
派万

五
千

寶
昌
寺三

十
四
世
海
圓
和

嗣
法
師
大
透
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
大
耕
和
尚

　同

　
嘉
永
五
年
八
月
十
五
日

（
奥
州
之
）

　

四無
端
派万

六
千

東
昌
寺

五
百
四
十
七
世
月
船
和

嗣
法
師
徳
恩
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
正
覚
和
尚

　下
総
之

　
安
政
五
年
八
月
六
日

　

四道
叟
派万

二
千満

願
寺九

百
五
十
七
世
全
性
和

嗣
法
師
玄
珠
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
智
門
和
尚

　同

　
天
保
十
五
年
二
月
三
十
日

（
羽
州
之
）

四無
端
派万

七
千梅

溪
寺百

四
十
三
世
足
菴
和

嗣
法
師
同

　
　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
霊
門
和
尚

　奥
州
之

　
萬
延
元
年
八
月
十
二
日

　

四月
泉
派

万
千洞

雲
寺四

百
七
十
一
世
雪
庭
和

嗣
法
師
義
産
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
月
照
和
尚

　羽
州
之

　
天
保
七
年
四
月
二
十
四
日

　

道直
請
三
住

叟
派

道
叟
派

道
叟
派

無
端
派

無
端
派

月直
請泉

派

道
叟
派

道直
請叟

派

月直
請泉

派

月直
請泉

派

從
嘉
五
子
年
八
月

　
　

至
同
暦
丑
年
八
月
交
代

嘉
永
六
癸
丑
八
月
ヨ
リ

　

至
同
暦
七
甲
寅
八
月
交
退

嘉
永
七
甲
寅
ヨ
リ

　
　

安
政
二
乙
卯
八
月
交
代

安
政
二
乙
卯
八
月
ヨ
リ

　

至
同
暦
三
丙
辰
八
月
交
代

安
政
三
丙
辰
八
月
ヨ
リ

同
暦
四
巳
八
月
交
代

安
政
四
巳
八
月
ヨ
リ

　

至
同
暦
五
午
八
月
交
代

安
政
五
午
八
月
ヨ
リ

至
同
暦
六
未
八
月
退

従
安
政
六
未
年
八
月
己

　

至
萬
延
元
庚
申
八
月
交
代

従
萬
延
元
申
年
八
月
至 

文
久
元
辛
酉
年
八
月
交
代

従
文
久
元
辛
酉
年
八
月　

到
文
久
二
戌
年
八
月
交
代

文公再文公再　　文公再

羽
州
松
山
總江

府
御
年
禮
相
勤

光
寺
［
泰
山
］
嶽
海
□

羽
州
本
庄
永
泉
寺
［
曹
巖
］
愚
溪
□
□

羽
州
秋
田
六
郷
永加

州
年
禮
相
勤
ム
□
□

泉
寺
活
牛

　

同石
州
三
隅
龍
雲
寺
代

州
濱
田
吉
祥
寺
鐵
崖
□

本
州
七
尾
靈
泉
寺
［
大
慈
］
道
應
○

奥
州
南
部
瑞
興
寺
［
大
覺
］
海
圓
□

同下
總
州
栗
原
宝
成
寺
代

州
八
幡
町
東
昌
寺
［
佛
海
］
月
船
□

羽
州
莊
内
酒
田
海
晏
寺
［
覺
明
］
全
性
□
□

奥
州
仙
臺
湊
梅
溪
寺
足
菴
［
靈
光
］
□
□

羽
州
米
澤
竹
之
森
瑞
岩
寺
［
雪
庭
］
月
箒

（
窓
）□

（
花
押
）
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四無
端
派万

七
千

千
眼
寺九

百
五
十
五
世
徳
明
和

嗣
法
師
大
道
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
太
賢
和
尚

　羽
州
之

      

文
久
三
年
四
月
八
日

　

（
該
当
な
し
）

四月
泉
派

万
八
千

補
陀
寺

二
百
八
十
八
世
未
徹
和

嗣
法
師
同

　
　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
義
産
和
尚

　羽
州
之

　
元
治
元
年
八
月
十
一
日

　

四同（
通
幻
派
）

万
四
千

源
昌
寺

六
百
三
十
三
世
禪
峰
和

嗣
法
師
大
珍
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
了
禪
和
尚

 同

   

嘉
永
三
年
九
月
十
六 （

甲
州
之
）

日

（
該
当
な
し
）

（
該
当
な
し
）

四太
源
派万

八
千長

國
寺

百
七
世
莫
道
和

嗣
法
師
道
居
和
尚

　
　
　住
僧
也

尚
受
業
師
萬
光
和
尚

　
　
　加
州
之

　
文
久
三
年
九
月
二
十
二
日

　

四無
端
派万

二
千萬

福
寺四

百
八
十
一
世
弘
學
和

嗣
法
師
弘
道
和
尚

　住
僧
也

尚
受
業
師
天
年
和
尚

　下
總
之

    

天
保
十
三
年
三
月
朔
日

無
端
派

通直
請
補
住

幻
派

月直
請泉

派

通直
請
補
住

幻
派

月直
請泉

派

月直
請泉

派

太補
住源

派

道直
請叟

派

徒マ
マ

文
久
二
戌
年
八
月

　　

到
文
久
三
亥
年
八
月
交
代

従
文
久
三
亥
年
八
月 

　

到
元
治
元
子
年
八
月
交
代

従
元
治
元
子
八
月

到
慶
應
元
丑
八
月

従
慶
應
元
丑
八
月

到
同
二
寅
交
代

従
慶
應
二
寅
八
月　

到
同
三
卯
八
月
交
代

従
慶
應
三
卯
八
月　

到
同
四
辰
八
月
交
代

従
明
治
元
辰
八
月　

到
同
二
巳
八
月
交
代

従
明
治
二
巳
八
月

到
同
三
午
八
月

　

文公再文公再

羽
州
米
澤
窪
田
家
中
千
眼
寺
［
圓
宗
］
徳
明
□

加
州
金
澤
雲
龍
寺
［
祖
室
］
洞
宗
（
花
押
）

羽
州
秋
田
松
原
補
陀
寺
［
大
印
］
未

□
　

□ 徹

甲
州
若
神
子
村
正
覺
寺
［
雲
外
］
禪
峰
□

上
總
國
米
原
大
通
寺
［
瑞
光
］○全
龍

（
花
押
）

奥
州
南
部
遠
山
正
音
寺
［
黙
庵
］
哲
宗
（
花
押
）

加
州
金
澤
玉
龍
寺
［
玄
那
］
莫
道 

□
（
花
押
）

下
總
臼
井
宗
徳
寺
［
大
永
］
弘
學 

○
（
花
押
）
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『
洞
川
庵
住
番
記
』
の
巻
首
に
は
、享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
八
月
、伝
法
庵
配
下
の
山
内
塔
頭
昌
泉
寺
（
廃
寺
）
住
僧
康
覲
に
よ
る
『
洞

川
庵
住
番
記
』
成
立
の
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
往
昔
の
記
録
は
争
乱
や
災
火
の
た
め
か
亡
失
し
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
今
の
所
録
は
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
八
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
洞
川
庵
に
輪
住
し
た
陸
奥
正
法
寺
芳
朔
和
尚
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
後
も
七
・
八
年
欠
如
し
て
お
り
、
文
字
も
見
易
く
な
い
の
で
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
か
ら
紙
を
改
め
繕
写
し
た
と
あ
る
。

ま
た
洞
川
庵
は
次
回
に
取
り
あ
げ
る
伝
法
庵
・
如
意
庵
と
と
も
に
、輪
番
地
寺
院
も
少
な
く
、太
源
宗
真（
？
～ 

一
三
七
一
）の
普
蔵
院
や
、

先
に
述
べ
た
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
～
九
一
）
の
妙
高
庵
に
比
し
、
門
葉
の
発
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
勢
い
欠
住
が
著
し
く
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
洞
川
庵
や
関
三
刹
は
欠
住
解
消
に
苦
慮
し
た
挙
句
、
無
底
・
月
泉
・
道
叟
派
な
ど
正
法
寺
門
徒
を
は
じ
め
、
太
源
・
通

幻
派
な
ど
に
よ
る
助
住
（
与
力
制
度
）
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
妙
高
庵
の
項
で
触
れ
た
「
五
院
に
よ
る
總
持
寺
の

護
持
と
管
理
運
営
」
の
な
か
で
取
り
あ
げ
た
「
正
法
寺
文
書
」
―
―
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
七
月
十
五
日
、
總
持
寺
五
院
が
正
法
寺
に

対
し
、
洞
川
庵
へ
の
助
住
を
要
請
し
た
―
―
か
ら
も
わ
か
る
（
１
）

。

　

ま
た
『
洞
川
庵
住
番
記
』
の
冒
頭
か
ら
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
出
羽
梵
照
寺
星
室
広
集
（
道
叟
派
）、
同
五
年
、
常
州
竜
穏
院
宏

会
源
益
（
無
底
派
）、
同
六
年
、
出
羽
海
安
寺
笑
岩
祖
誾
（
道
叟
派
）
な
ど
が
輪
住
し
て
お
り
、
助
住
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
正
法
寺
門
派
の
洞
川
庵
助
住
は
捗
々
し
く
な
か
っ
た
ら
し
く
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
六
月
六
日
に
も
、
次
の
よ

う
に
要
請
し
て
い
る
。

　

諸
嶽
山
總
持
禅
寺
洞
川
庵
塔
主
職
事
（
原
漢
文
）

貴
寺
御
門
派
よ
り
本
庵
住
番
の
調
法
、
五
院
評
定
を
以
て
相
定
め
候
。
出
羽
・
奥
州
両
国
の
門
末
江
欠
住
無
き
様
仁
急
度
仰
せ
付

け
ら
れ
指
引
な
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。
若
し
違
背
の
寺
庵
こ
れ
あ
る
に
於
て
は
、
当
寺
よ
り
相
計
ら
う
べ
き
も
の
な
り
。
但
し

門
末
の
儀
は
前
々
た
る
べ
し
。
仍
て
衆
評
件
の
如
し
。



― 94 ―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
永
八
辛
未
年
六
月
六
日　

普
蔵
院　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
高
庵　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

洞
川
庵　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
法
庵　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

如
意
庵　

印
（
２
）

　

ま
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
三
月
八
日
、
関
三
刹
が
洞
川
庵
に
差
し
出
し
た
「
覚
」
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

覚

一　

峨
山
大
和
尚
三
百
年
忌
相
當
三
四
年
之
内
訴
有
之
處
尤
也
五
哲
之
門
派
勧
化
之
儀
可
然
存
者
也
残
餘
有
之
諸
山
以
助
力
客

殿
可
有
建
立
旨
得
其
意
事

一　

正
法
寺
派
脈
月
泉
道
叟
両
派
如
先
規
本
寺
之
門
役
自
今
已
後
仙
臺
四
ヶ
寺
之
僧
録
正
法
寺
永
徳
寺
両
寺
以
相
談
洞
川
庵
輪

住
之
儀
無
缼
住
様
ニ
相
勤
之
旨
急
度
可
被
申
渡
事
（
３
）

（
後
略
）

　

ま
た
さ
ら
に
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
七
月
二
十
五
日
に
も
、
總
持
寺
は
洞
川
庵
の
再
興
も
あ
っ
て
、
塔
司
秀
翁
院
を
差
し
下
し
、
洞

川
庵
再
興
合
力
と
あ
わ
せ
、
洞
川
庵
助
住
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
は
正
法
寺
続
燈
庵
に
総
末
寺
（
無
底
一
派
百
三
十
箇
寺
）
が
差
し
出

し
た
請
書
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

無
底
一
派
百
三
十
ヶ
寺
評
定
之
上
申
上
ル
事
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一　

洞
仙
（
マ
マ
）

庵
助
住
之
事
十
年
以
前
一h
本
山
並
仙
臺
四
ケ
寺
江
能
州
總
持
寺
一h
尊
書
被
相
下
候
テ
種
々
御
頼
候
得
共
一
派
中
何
も

貧
寺
故
相
調
兼
罷
有
候
處
ニ
此
度
又
秀
翁
院
被
指
下
本
山
與
四
ケ
寺
御
相
談
之
上
拙
僧
共
評
唱
可
仕
旨
被
仰
付
候
間
本
山
江

取
脇
會
仕
候
テ
如
左
申
上
ル
事

一　

洞
仙
（
川
）
庵
再
興
ニ
付
助
成
可
仕
旨
被
仰
聞
候
只
今
分
限
相
應
ニ
出
錢
仕
リ
取
廻
候
而
當
年
一h
五
年
目
寅
ノ
年
金
子
拾
兩
御
合
力

指
上
可
申
候
事

一　

洞
仙
（
川
）

庵
輪
住
當
年
一h
十
年
目
充
書
立
之
通
末
代
迄
無
遲
滯
十
年
廻
リ
ニ
一
派
中
助
力
を
以
爲
相
勤
可
申
候
爲
後
日
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
禄
七
年
七
月
廿
五
日　
　

総
末
寺
連
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
法
寺　

續
燈
庵
（
４
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
金
子
十
両
を
合
力
す
る
と
と
も
に
、
十
年
目
毎
の
助
住
を
約
束
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
洞
川
庵
再
興
に
関
係
す
る
次

の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
洞
川
庵
再
興
の
た
め
の
用
材
を
遠
く
北
海
道
に
求
め
て
い
る
こ
と
や
、
用
材
の
内
容
、
さ
ら
に
は
北
前

船
の
機
構
、
用
材
搬
送
の
内
情
・
仕
組
な
ど
の
一
端
が
わ
か
る
の
で
、
繁
雑
を
顧
り
み
ず
紹
介
す
る
。

　
　
　
　

洞
川
庵
御
材
木
送
リ
状
之
事

　
　
（
印
）
極
印

一
、四
本　
　
　
　
　
　
　

三
間
ノ
丸
太　
指
渡
シ
壱
尺
弐
寸　

但
シ
し
こ
ろ
遍
ノ
木

一
、六
本　
　
　
　
　
　
　

三
間
ノ
壱
尺
角

一
、三
拾
九
本　
　
　
　
　

三
間
ノ
八
寸
角

一
、三
枚　
　
　
　
　
　
　

三
間
平
物　
巾
壱
尺
六
寸

厚
サ
壱
尺
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一
、八
十
弐
本　
　
　
　
　

弐
間
半
ノ
八
寸
角

一
、百
四
拾
弐
本　
　
　
　

弐
間
ノ
八
寸
角

一
、八
枚　
　
　
　
　
　
　

弐
間
平
物　
巾
壱
尺
六
寸

厚
七
寸　

一
、弐
本　
　
　
　
　
　
　

弐
間
ノ
壱
尺
角

一
、四
枚　
　
　
　
　
　
　

八
尺
五
寸
ノ
平
物　
巾
弐
尺

厚
八
寸

一
、三
本　
　
　
　
　
　
　

三
間
ノ
六
寸
角

一
、七
拾内六

拾
七
本
庫
裏
ノ
分

四
本　
　
　
　
　

弐
間
半
ノ
六
寸
角

一
、百
四内百

壱
本
裏
裏
ノ
分

十
八
本　
　
　
　

弐
間
六
寸
角

一
、弐
百内四

拾
五
枚
庫
裏
ノ
分

拾
三
枚　
　
　
　

鹿
料
板

一
、七
百内百

挺
庫
裏
ノ
分

五
拾
挺　
　
　
　

播
木

一
、九
本　
　
　
　
　
　
　

八
尺
八
寸
角

一
、拾
六
枚　
　
　
　
　
　

七
尺
五
寸
板　
巾
壱
尺
七
寸

厚
六
寸　

　

本
数
合
千
五
百
三
品
手
取
木
也
、
右
之
材
木
松
前
江
指
浜
ニ
而
、
慥
ニ
積
渡
シ
申
所
実
正
也
、
尤
運
員
金
・
積
荷
・
酒
手
・

掛
リ
物
等
者
、
此
方
ニ
而
悉
相
済
シ
申
候
、
然
上
ハ
津
々
浦
々
諸
役
・
新
役
・
手
船
・
引
舟
浮
取
等
者
、
木
主
毛
頭
不
存
候
、
右

之
材
木
能
州
鹿
磯
浜
ニ
而
、
庄
屋
之
新
屋
三
郎
右
衛
門
殿
御
差
図
之
木
場
江
、
は
ん
立
、
極
印
木
数
相
改
、
急
度
請
取
可
申
候
、

万
一
海
上
之
義
者
、
北
国
廻
舟
之
可
爲
古
法
候
、
為
後
日
之
材
木
送
リ
状
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
前
志（
矩
広
）摩

守
家
頼
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明
江
指
桧
山
奉
行石

壱
左
衛
門
内　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
禄
七
年　
　
　
　
　
　
　

山材
木
支
配本

久
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戌
六
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　

竹
越
前
新
保
舟
頭内
左
次
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

昌

能
州
總
持
寺
御
寺
内泉

寺
様
（
５
）

　

ま
た
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
は
、
加
賀
藩
五
代
前
田
綱
紀
か
ら
も
地
材
木
を
拝
領
（
６
）

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
り
洞
川
庵
・
同
庫

裏
の
規
模
が
類
推
さ
れ
る
。

　

正
法
寺
に
対
す
る
洞
川
庵
助
住
の
要
請
か
ら
、
洞
川
庵
再
興
に
つ
い
て
深
入
り
し
た
が
、『
洞
川
庵
住
番
記
』『
洞
川
庵
輪
住
誌
』
は
、

元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
八
月
十
五
日
の
羽
州
庄
内
梵
照
寺
星
室
広
集
か
ら
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月
十
五
日
の
下
総
臼
井
宗
徳

寺
大
永
弘
学
ま
で
、
二
百
五
十
二
年
間
に
欠
住
が
二
十
七
年
（
宝
永
七
年
〈
一
七
一
〇
〉
以
降
欠
住
な
し
）
あ
る
が
、
輪
住
し
た
寺
院
数

は
五
十
七
ヶ
寺
（
欠
住
時
に
代
行
し
た
山
内
の
洞
川
庵
支
配
下
の
塔
頭
昌
泉
寺
・
東
源
寺
・
秀
翁
院
・
慶
福
寺
は
含
ま
ぬ
）、
ま
た
輪
住

者
は
二
百
二
十
五
名
（
欠
住
時
に
代
行
し
た
山
内
の
洞
川
庵
支
配
下
塔
頭
の
御
影
侍
者
は
含
ま
ぬ
）
を
数
え
る
が
、
こ
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
五
名
は
二
回
輪
住
し
て
い
る
。

　
　
　

能
登
霊
泉
寺
湛
應
守
存　
　
　
　
　

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）・
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）　

　
　
　

能
登
霊
泉
寺
胆
顔
慧
察　
　
　
　
　

寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）・
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）

　
　
　

出
羽
瑞
岩
寺
恵
岳
玄
定　
　
　
　
　

文
化
十
年
（
一
八
一
三
）・
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
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出
羽
東
正
寺
樹
黙
泰
英　
　
　

文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）・
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）

　
　
　

出
羽
総
光
寺
泰
山
嶽
海　
　
　

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）・
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

こ
の
五
名
の
輪
住
を
み
る
と
、
霊
泉
寺
守
存
と
慧
察
は
、
一
年
置
き
に
輪
住
し
て
い
る
こ
と
、
瑞
岩
寺
玄
定
は
二
十
五
年
、
東
正
寺
泰
英

は
二
十
四
年
、
総
光
寺
嶽
海
は
二
十
七
年
経
過
し
て
か
ら
再
度
輪
住
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
洞
川
庵
輪
住
者
二
百
二
十
五
名
中
、總
持
寺
に
出
世（
転
衣
）し
た
も
の
は
、現
在
判
明
し
て
い
る
限
り
百
二
十
九
名（
五
十
七
％
）

で
あ
る
か
ら
、
未
転
衣
の
も
の
が
九
十
六
名
（
四
十
三
％
）
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
未
転
衣
の
も
の
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、

徳
川
家
康
の
「
總
持
寺
諸
法
度
」
に
も
違
背
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
洞
川
庵
輪
住
の
日
時
と
、
總
持
寺
出
世
転
衣
の
日
時
の
関
係
を
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
總
持
寺
出
世
後
洞
川
庵
輪
住
ま
で
二
ヶ
月
以
上　

八
十
二
名

　
　

  

二
十
年
以
上　

二
十
一
名
（
最
長
三
十
一
年
十
一
ヶ
月
、天
保
九
年
八
月
輪
住
し
た
總
持
寺
三
万
五
千
百
八
世
恵
岳
玄
定
）

　
　

  

十
九
年
～
十
年　

三
十
二
名

　
　

  

九
年
～
二
ヶ
月　

二
十
九
名

（
２
）
出
世
直
後
洞
川
庵
輪
住
者　

三
十
七
名

翌
日　
　

一
名
（
天
明
三
年
輪
住
し
た
奥
州
龍
穏
院
萬
元
〈
總
持
寺
二
万
八
千
九
百
世
〉）

三
日　
　

四
名　
　

四
日　
　

三
名　
　

五
日　
　

三
名
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六
日　
　

十
名　

七
日　
　

九
名　
　

八
日　
　

二
名

九
日　
　

二
名　

十
日　

二
名　

十
三
日　

一
名

（
３
）
洞
川
庵
輪
住
中
出
世
者　

九
名

　
　

  

輪
住
後　

一
ヶ
月　

三
名　

　
　

  

三
ヶ
月　

一
名　

　
　

  

退
院
前
一
日
～
四
ヶ
月　

五
名

　
　

  

一
日　
　

一
名
（
元
和
五
年
八
月
輪
住
し
た
總
持
寺
三
千
七
十
四
世
源
益
（
奕
）
）

　
　

  

二
日　
　

一
名　
　

　
　

  

三
日　
　

一
名　
　

　
　

  

五
日　
　

一
名

　
　

  

四
ヶ
月　

一
名

（
４
）
不
明
者　

一
名

　
　
　

寛
永
十
四
年
輪
住
し
た
東
顕
寺
崇
嶽
善
寿
（
總
持
寺
三
千
七
百
四
十
一
世
）
の
總
持
寺
入
寺
が
、
単
に
五
月
廿
八
日
と

　
　
　

あ
る
の
み
で
年
紀
が
欠
落
し
て
い
る
。

　

従
来
は
一
旦
住
持
職
を
経
て
出
世
し
た
人
の
中
か
ら
五
院
輪
番
の
再
住
を
選
ん
だ
と
し
て
い
る
（
７
）
が
、（
１
）
は
こ
れ
に
該
当
す
る
が
、
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（
空
白
）　

１

　

道
叟
派　

２

　
　
※
２
の
天
保
十
三
年
は
下
総
宗
徳
寺
の
代
住
。

千
葉　

宝
成
寺　

８
回

　

道
叟
派　

１
２
３
４
５
６
７
８

　
　

※
７
の
天
保
五
年
は
下
総
慈
雲
寺
代
住
。
ま
た
８
の
安
政
五
年
は
下

総
東
昌
寺
代
住
。

千
葉　

東
昌
寺　

１
回

　

道
叟
派　

１

　
　
※
１
の
安
政
五
年
は
下
総
宝
成
寺
の
代
住
。

千
葉　

千
手
院　

１
回

武
　
蔵埼

玉　

広
見
寺　

４
回

　

無
底
派　

１
２
３
４

　
　
※
３
の
享
和
二
年
は
奥
州
常
金
寺
冠
竜
（
通
幻
派
）
代
住
。

常
　
陸茨

城　

竜
穏
院　

２
回

（
空
白
）　

１ 

２

下
　
総千

葉　

宗
胤
寺　

２
回

（
２
）
は
洞
川
庵
輪
住
に
あ
た
り
急
遽
出
世
転
衣
を
行
っ
た
感
が
強
い
ば
か
り
か
、
出
世
転
衣
後
上
洛
し
、
伝
奏
勧
修
寺
家
を
介
し
て
朝

廷
か
ら
綸
旨
を
頂
戴
す
る
こ
と
も
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
「
總
持
寺
諸
法
度
」
に
出
世
の
戒
臘
は
綸
旨
の
日
付
次
第
と
あ
り
、
戒
臘

が
基
準
と
な
り
五
院
の
運
営
―
―
一
老
か
ら
五
老
の
順
位
が
決
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
七
十
五
日
の
現
方
丈
（
總
持
寺
住
持
）
の
時
期
や

年
中
行
事
に
お
け
る
紫
衣
着
用
も
必
然
的
に
決
定
さ
れ
る
仕
組
（
８
）

な
ど
―
―
は
如
何
に
処
理
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
今
後
究
明
す
る
必
要

が
あ
る
。（
３
）に
至
っ
て
は
未
転
衣
者
の
輪
住
と
と
も
に
、従
来
の
説
に
全
く
矛
盾
す
る
も
の
で
、こ
れ
も
今
後
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
洞
川
庵
輪
住
に
つ
い
て
国
別
・
寺
院
別
・
輪
住
回
数
・
門
派
名
そ
の
他
を
ま
と
め
、
便
宜
的
に
『
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
御
直

末
・
元
輪
番
地
寺
院
名
鑑
』
に
準
じ
て
列
挙
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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通
幻
派　

１

　
　
※
１
の
慶
応
元
年
は
通
幻
派
補
住
と
あ
る
。

近
　
江滋

賀　

曹
沢
寺　

１
回

　

太
源
派　

１

　
　
※
１
の
天
保
二
年
は
補
住
と
あ
る
。
ま
た「
御
両
尊
遠
忌
之
新
命
也
」

と
あ
る
。

石
　
見島

根　

竜
雲
寺　

１１
回

　

無
端
派　

１ 

２ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１

　
（
空
白
）　

３ 

４

　
　

※
３
の
延
宝
三
年
、
４
の
宝
永
四
年
は
派
名
な
し
。
ま
た
１１
の
安
政

二
年
は
石
州
吉
祥
寺
代
住
。

島
根　

吉
祥
寺　

１
回

　

無
端
派　

１

　
　
※
１
の
安
政
二
年
は
石
州
竜
雲
寺
の
代
住
。

　

道
叟
派　

１

　
　

※
寺
名
が
『
御
直
末
・
元
輪
番
地
寺
院
名
鑑
』
で
は
千
手
寺
と
な
っ

て
い
る
。

千
葉　

慈
雲
寺　

１
回

　

道
叟
派　

１

　
　
※
１
の
天
保
五
年
は
下
総
宝
成
寺
の
代
住
。

千
葉　

宗
徳
寺　

７
回

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

４

　

道
叟
派　

３ 

６ 

７

　

無
端
派　

５

　
　
※
６
の
天
保
十
三
年
は
下
総
宗
胤
寺
代
住
。

上
　
総千

葉　

大
通
寺　

６
回

　
（
空
白
）　

１

　

月
泉
派　

２ 

３ 

４ 

５ 

６

甲
　
斐山

梨　

正
覚
寺　

１
回
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二
回
輪
住
し
て
い
る
。
ま
た
９
の
弘
化
二
年
は
羽
州
補
陀
寺
の
代

住
を
し
て
い
る
。

石
川　

洞
雲
寺　

２
回

　

太
源
派　

１

　
（
空
白
）　

２

　
　
※
２
の
文
政
三
年
は
奥
州
願
成
寺
の
代
住
。

石
川　

芳
春
院　

２
回

　
（
空
白
）　

１ 

２

石
川　

覚
皇
院　

３
回

　
（
空
白
）　

１ 

２

　

大
徹
派　

３

　
　

※
２
の
文
政
七
年
は
奥
州
竜
穏
院
の
代
住
。
３
の
天
保
十
四
年
は
羽

州
見
竜
寺
の
代
住
。

石
川　

万
年
寺　

１
回

　

通
幻
派　

１

　
　
※
１
の
嘉
永
三
年
は
奥
州
永
徳
寺
の
代
住
。

越
　
中富

山　

報
恩
寺　

１
回

加
　
賀石

川　

雲
竜
寺　

１
回

　

通
幻
派　

１

　
　
※
１
の
文
久
三
年
は
補
住
と
あ
る
。

石
川　

月
照
寺　

１
回

　

太
源
派　

１

　
　
※
１
の
宝
暦
三
年
は
補
住
と
あ
る
。

石
川　

永
福
寺　

１
回

　

天
心
（
真
）
派　

１

　
　
※
１
の
文
化
二
年
は
補
住
と
あ
る
。

石
川　

玉
竜
寺　

１
回

　
（
空
白
）　

１

能
　
登石

川　

霊
泉
寺　

１０
回

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８

　

無
端
派　

９ 

１０

　
　

※
１
の
元
和
九
年
と
２
の
寛
永
二
年
は
［
湛
応
］
守
存
が
二
回
輪
住

し
て
お
り
、
３
の
寛
永
四
年
と
４
の
同
六
年
は
［
胆
顔
］
慧
察
が
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道
叟
派　

１

　
　
※
１
の
文
政
五
年
は
奥
州
永
徳
寺
の
代
住
。

宮
城　

梅
渓
寺　

５
回

　
（
空
白
）　

１ 

２

　

月
泉
派　

３ 

４ 

５

　
　

※
１
の
寛
文
十
年
の
上
欄
に
貼
付
紙
「
始
テ
」
と
あ
る
。
な
お
３
の

宝
暦
九
年
の
仙
台
の
台
の
左
横
に
「
正
」
と
あ
る
。

宮
城　

大
慈
寺　

３
回

　

月
泉
派　

１ 

２ 

３

　
　

※
１
の
享
保
十
四
年
、
２
の
安
永
八
年
の
大
慈
寺
の
大
の
左
横
に

「
正
」
と
あ
る
。
ま
た
３
の
天
保
元
年
に
は
「
天
保
二
卯
八
月
開

山
二
代
五
百
年
四
百
五
十
年
遠
忌
相
勤
ム
尤
モ
旧
命
新
命
入
交
リ

務
」
と
あ
る
。

宮
城　

大
徳
寺　

５
回

　
（
空
白
）　

１

　

無
端
派　

２ 

３ 

４ 

５

　
　
※
４
の
文
政
六
年
は
［
雅
峰
］
傳
英
が
輪
住
し
て
い
る
が
、『
御
直
末
・

元
輪
番
地
寺
院
名
鑑
』は
仁
英
と
な
っ
て
い
る
。落
款
は
傳
英
で
あ
る
。

宮
城　

宝
鏡
寺　

３
回

　

通
幻
派　

１

　
　
※
１
の
文
化
十
三
年
は
補
住
と
あ
る
。

陸
　
奥福

島　

竜
穏
院　

８
回

　
（
空
白
）　

１ 
２ 
３ 

５ 

７

　

月
泉
派　

４ 

６ 
８

　
　

※
１
の
寛
文
七
年
は
寺
名
が
竜
穏
寺
と
あ
る
。
７
の
文
政
七
年
は
能

州
覚
皇
院
代
住
。８
の
弘
化
元
年
に
は「
江
戸
年
礼
相
勤
」と
あ
る
。

福
島　

常
金
寺　

１
回

　

無
底
派　

１

　
　

※
１
の
享
和
二
年
は
武
州
広
見
寺
の
代
住
。
な
お
『
御
直
末
・
元
輪

番
地
寺
院
名
鑑
』
は
文
化
元
年
に
的
翁
顕
明
が
輪
住
と
あ
る
も
、

当
該
年
は
奥
州
永
徳
寺
［
眼
聞
］
道
活
が
輪
住
し
て
い
る
。

宮
城　

瑞
雲
寺　

４
回

　
（
空
白
）　

１

　

道
叟
派　

２ 

３ 

４

　
　
※
２
の
延
享
元
年
に
貼
付
紙「
南
部
領
十
年
目
当
寅
夘
年
」と
あ
る
。

宮
城　

瑞
川
寺　

１
回
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道
叟
派　

５ 

６ 

７ 

９

　

通
幻
派　

１０

　
　

※
９
の
文
政
五
年
は
奥
州
瑞
川
寺
代
住
。
１０
の
嘉
永
三
年
は
能
州
万

年
寺
代
住
。

岩
手　

願
成
寺　

４
回

　
（
空
白
）　

１ 

４

　

月
泉
派　

２ 

３

　
　
※
４
の
文
政
三
年
は
能
州
洞
雲
寺
代
住
。

岩
手　

大
祥
寺　

３
回

　

月
泉
派　

１ 

２ 

３

　
　

※
１
の
元
文
四
年
の
大
祥
寺
の
「
大
」
の
左
横
、
２
の
寛
政
二
年
の

仙
台
の
「
台
」
の
左
横
に
「
正
」
と
あ
る
。

山
形　

瑞
雲
寺　

１
回

　

道
叟
派　

１

　
　
※
寺
名
は『
御
直
末
・
元
輪
番
地
寺
院
名
鑑
』に
よ
る
と
瑞
雲
院
と
あ
る
。

出
　
羽

山
形　

瑞
巖
寺　

８
回

　
（
空
白
）　

１ 

２

　

月
泉
派　

１ 

２ 

３

　
　

※
１
の
寛
延
二
年
宝
鏡
寺
の
宝
の
左
横
、
２
の
寛
政
十
二
年
の
仙
の

左
横
に
「
正
」
と
あ
る
。

宮
城　

天
雄
寺　

１
回

　
（
空
白
）　

１

岩
手　

東
顕
寺　

５
回

　
（
空
白
）　

１ 
２ 
３

　

月
泉
派　

４ 

５

岩
手　

正
音
寺　

４
回

　
（
空
白
）　

１ 

２

　

月
泉
派　

３ 

４

岩
手　

昌
歓
寺　

４
回

　
（
空
白
）　

１ 

３

　

月
泉
派　

２ 

４

岩
手　

瑞
興
寺　

５
回

　
（
空
白
）　

１ 

２

　

月
泉
派　

３ 

４ 

５

岩
手　

永
徳
寺　

１０
回

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３ 

４ 

８ 
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竜
寺
と
あ
る
。ま
た
９
の
天
保
十
四
年
は
能
州
山
内
覚
皇
院
代
住
。

山
形　

海
晏
寺　

８
回

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３ 

４

　

道
叟
派　

５ 

６ 

７ 

８

山
形　

持
地
院　

８
回

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３

　

道
叟
派　

４ 

５ 

６ 

７ 

８

　
　

※
１
の
寛
永
十
一
年
、
２
の
延
宝
元
年
、
３
の
宝
永
二
年
は
寺
名
が

地
持
院
と
な
っ
て
い
る
。

山
形　

泉
流
寺　

５
回

　
（
空
白
）　

１

　

道
叟
派　

２ 

３ 

４ 

５

山
形　

梵
照
寺　

８
回

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３ 

５

　

道
叟
派　

４ 

７ 

８

　

月
泉
派　

６

　
　
※
２
の
寛
文
九
年
上
欄
に
貼
付
紙
「
元
和
四
一h
二
度
目
」
と
あ
る
。

山
形　

総
光
寺　

９
回　
　

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３

　

月
泉
派　

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８

　
　

※
６
の
文
化
十
年
と
７
の
天
保
九
年
は
［
恵
岳
］
玄
定
が
二
度
輪
住

し
て
お
り
、
天
保
九
年
に
は
「
三
住
」
と
あ
る
。

山
形　

東
正
寺　

６
回

　
（
空
白
）　

１ 
２

　

道
叟
派　

３ 
４ 
５ 

７

　

無
端
派　

６

　
　

※
１
の
寛
永
七
年
、
２
の
元
禄
九
年
、
３
の
享
保
八
年
、
４
の
宝
暦

二
年
は
寺
名
が
東
照
寺
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
６
の
文
化
十
二
年

と
、
７
の
天
保
十
年
は
樹
黙
泰
英
が
二
度
輪
住
し
て
い
る
。
な
お

『
御
直
末
・
元
輪
番
地
寺
院
名
鑑
』
は
寛
政
六
年
に
活
眼
盤
機
が

輪
住
し
た
と
し
て
い
る
が
、『
洞
川
庵
住
番
記
』
で
は
羽
州
持
地

院
一
提
が
輪
住
し
て
い
る
。

山
形　

千
眼
寺　

１
回

　

無
端
派　

１

山
形　

見
竜
寺　

９
回

　

道
叟
派　

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８

　

大
徹
派　

９

　
　

※
１
の
慶
安
二
年
は
寺
名
が
建
竜
寺
、
２
の
延
宝
四
年
は
寺
名
が
乾



― 106 ―

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３ 

４

　

道
叟
派　

５ 

６ 

７ 

８ 

９

　
　

  

※『
御
直
末
・
元
輪
番
地
寺
院
名
鑑
』に
は
天
明
元
年
に
興
国
寛
豊（
芳

春
院
住
持
の
時
）
が
輪
住
し
た
と
あ
る
も
『
洞
川
庵
住
番
記
』
は

天
明
元
年
羽
州
補
陀
寺
実
参
が
輪
住
し
て
い
る
。

秋
田　

永
伝
寺　

１
回

　
（
空
白
）　

１

秋
田　

長
慶
寺　

１
回

　
（
空
白
）　

１

　
　
※
１
の
寛
永
十
二
年
は
羽
州
補
陀
寺
の
代
住
。

秋
田　

温
泉
寺　

１
回

　

月
泉
派　

１

　
　
※
１
の
文
化
六
年
は
羽
州
補
陀
寺
の
代
住
。

秋
田　

永
泉
寺
（
仙
北
）
９
回

　
（
空
白
）　

１ 

２ 

３ 

４ 

５

　

道
叟
派　

６ 

７ 

８ 

９

　
　
※
９
の
嘉
永
七
年
に
「
加
州
年
礼
相
勤
ム
」
と
あ
る
。

　

道
叟
派　

４ 

５ 

６ 

７ 

８
９

　
　

※
８
の
文
政
八
年
と
９
の
嘉
永
五
年
は
泰
山
嶽
海
が
二
度
輪
住
し
て

　
　
　
　  

お
り
、
嘉
永
五
年
に
は
三
住
と
あ
る
。
ま
た
嘉
永
五
年
に
「
江
府
御

　
　

 
年
礼
相
勤
」
と
あ
る
。

秋
田　

観
喜
寺　

１
回

　
（
空
白
）　

１

　
　

※
１
の
寛
永
元
年
は
羽
州
補
陀
寺
の
代
住
。
な
お
『
御
直
末
・
元
輪

番
地
寺
院
名
鑑
』
で
は
寺
名
が
歓
喜
寺
と
な
っ
て
い
る
。 

秋
田　

補
陀
寺　

１５
回

　
（
空
白
）　

１ 

２

　

月
泉
派　

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 
１０ 
１１ 

１２ 

１３ 

１５

　

無
端
派　

１４

　
　

※
１
の
寛
永
元
年
は
羽
州
観
喜
寺
代
住
。
２
の
寛
永
十
二
年
は
羽
州

長
慶
寺
代
住
。
１２
の
文
化
六
年
は
羽
州
温
泉
寺
代
住
。
１４
の
弘
化

二
年
は
能
州
霊
泉
寺
代
住
。

秋
田　

蔵
堅
寺　

１
回

　
（
空
白
）　

１

　
　
※
１
の
明
和
三
年
は
「
月
泉
派
補
闕
」
と
あ
る
。

秋
田　

永
泉
寺
（
本
荘
）
９
回
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ま
ず
洞
川
庵
輪
住
者
二
百
二
十
五
名
の
派
名
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、『
洞
川
庵
住
番
記
』
の
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
以
前
は
原
則

的
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、そ
の
部
分
は『
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
御
直
末
・
元
輪
番
地
寺
院
名
鑑
』に
よ
る
が
、無
端
派（
三
十
三
回
）

と
助
住
し
た
無
底
派
（
八
回
）・
道
叟
派
（
九
十
九
回
）・
月
泉
派
（
七
十
回
）
が
中
心
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
太
源
派
五

回
（
能
登
洞
雲
寺
二
回
、
加
州
月
照
寺
・
玉
龍
寺
、
江
州
曹
沢
寺
）、
通
幻
派
四
回
（
越
中
報
恩
寺
・
能
州
万
年
寺
〈
奥
州
永
徳
寺
代
住
〉、

加
州
雲
龍
寺
、
甲
州
正
覚
寺
）、
普
済
派
（
通
幻
派
下
）
二
回
（
能
州
芳
春
院
二
回
）、
天
心
（
真
）
派
（
通
幻
派
下
）
一
回
（
加
州
永
福
寺
）、

大
徹
派
三
回
（
能
州
覚
皇
院
三
回
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
洞
川
庵
に
輪
住
し
た
寺
院
は
、『
總
持
寺
史
』
五
院
輪
番
地
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
寺
院
五
十
一
ヶ
寺
（
９
）

の
す
べ
て
と
、
輪
番
地
以

外
の
寺
院
で
あ
る
加
賀
永
福
寺
・
玉
龍
寺
、
近
江
曹
沢
寺
、
能
登
芳
春
院
・
覚
皇
院
・
万
年
寺
な
ど
六
ヶ
寺
で
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に

五
十
七
ヶ
寺
で
あ
る
。
こ
れ
を
地
域
別
に
み
る
と
、
東
北
地
方
三
十
四
ヶ
寺
（
陸
奥
十
七
ヶ
寺
、
出
羽
十
七
ヶ
寺
）
が
圧
倒
的
に
多
く
、

全
体
の
お
よ
そ
六
十
％
を
占
め
て
い
る
。
次
は
北
陸
地
方
の
十
ヶ
寺
（
加
賀
四
ヶ
寺
、
能
登
五
ヶ
寺
、
越
中
一
ヶ
寺
）、
関
東
地
方
の
九
ヶ

寺
（
武
蔵
一
ヶ
寺
、
常
陸
一
ヶ
寺
、
下
総
六
ヶ
寺
、
上
総
一
ヶ
寺
）
と
続
き
、
あ
と
は
甲
斐
一
ヶ
寺
、
近
江
一
ヶ
寺
、
石
見
二
ヶ
寺
と
な
っ

て
い
る
。

　

ま
た
輪
住
し
た
五
十
七
ヶ
寺
を
個
別
的
に
み
る
と
、
輪
住
一
回
の
み
の
寺
院
は
二
十
二
ヶ
寺
で
、
お
よ
そ
三
十
八
％
に
あ
た
る
が
、
こ

れ
ら
は
下
総
宝
成
寺
、
出
羽
補
陀
寺
な
ど
の
代
住
が
九
ヶ
寺
、
補
住
七
ヶ
寺
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
多
く
輪
住
（
代
住
も
含
む
）
し

て
い
る
の
は
出
羽
補
陀
寺
の
十
五
回
で
あ
る
が
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
は
出
羽
観
音
寺
、
寛
永
十
二
年
は
出
羽
長
慶
寺
、
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）
も
出
羽
温
泉
寺
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
は
能
登
霊
泉
寺
を
代
住
さ
せ
て
い
る
。
な
お
輪
住
の
間
隔
は
二
十
五
年
か
ら

十
一
年
で
あ
る
が
、
二
百
四
十
一
年
に
十
五
回
で
あ
る
か
ら
、
平
均
す
る
と
十
六
年
に
一
回
の
割
合
に
な
る
。

　

次
に
石
見
龍
雲
寺
の
十
一
回
で
あ
る
が
、安
政
二
年（
一
八
五
五
）は
同
州
吉
祥
寺
に
代
住
さ
せ
て
い
る
。
な
お
宝
永
四
年（
一
七
〇
七
）

以
降
は
、
約
二
十
年
間
隔
で
輪
住
し
て
い
る
。
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ま
た
能
登
霊
泉
寺
と
陸
奥
永
徳
寺
の
十
回
で
あ
る
が
、
霊
泉
寺
の
場
合
、
先
述
し
た
よ
う
に
湛
応
守
存
と
胆
顔
慧
察
が
と
も
に
二
回
輪

住
し
て
い
る
。
そ
れ
以
降
は
四
十
五
年
、
あ
る
い
は
百
二
年
な
ど
非
常
に
不
規
則
に
輪
住
し
て
い
る
。
ま
た
永
徳
寺
の
場
合
は
、
文
政
五

年
（
一
八
二
二
）
に
陸
奥
瑞
泉
寺
が
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
は
能
登
万
年
寺
が
代
住
し
て
い
る
。

　

次
に
九
回
輪
住
し
て
い
る
の
は
、い
ず
れ
も
出
羽
の
見
龍
寺
・
総
光
寺
・
永
泉
寺
（
本
荘
）・
永
泉
寺
（
仙
北
）
で
あ
る
。
ま
ず
見
龍
寺
（
慶

安
二
年
建
龍
寺
・
延
宝
四
年
は
乾
龍
寺
）
の
場
合
は
、天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
總
持
寺
山
内
塔
頭
覚
皇
院
に
代
住
さ
せ
て
い
る
が
、

慶
安
二
年
（
一
六
五
〇
）
か
ら
天
保
四
年
ま
で
百
九
十
四
年
間
に
、
二
十
年
か
ら
二
十
六
年
の
間
隔
で
輪
住
し
て
い
る
の
で
、
平
均
す
る

と
二
十
四
年
に
一
度
輪
住
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
総
光
寺
は
承
応
三
年
（
一
六
五
〇
）
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
、

百
九
十
九
年
間
に
二
十
二
年
か
ら
二
十
八
年
の
間
隔
で
輪
住
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
平
均
す
る
と
約
二
十
二
年
に
一
回
の
割
り
で
輪
住
し

て
い
る
。
な
お
先
述
し
た
よ
う
に
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
と
、
二
十
七
年
経
過
し
た
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
泰
山
嶽
海
が
二
回

輪
住
し
て
い
る
。
ま
た
本
荘
永
泉
寺
は
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
か
ら
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ま
で
、
二
百
六
年
間
に
二
十
四
年
か
ら

三
十
年
の
間
隔
で
輪
住
し
て
い
る
が
、
平
均
す
る
と
二
十
六
年
に
一
回
の
割
合
で
あ
る
。
ま
た
仙
北
永
泉
寺
は
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）

年
か
ら
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
ま
で
、
二
百
二
十
七
年
間
に
二
十
二
年
か
ら
三
十
七
年
の
間
隔
で
輪
住
し
て
い
る
が
、
平
均
す
る
と
お

よ
そ
二
十
八
年
に
一
回
の
割
合
に
な
る
。

　

そ
の
ほ
か
八
回
輪
住
し
て
い
る
寺
院
は
、
下
総
宝
成
寺
（
二
回
代
住
）、
陸
奥
龍
穏
院
（
一
回
代
住
）、
出
羽
瑞
巌
寺
（
文
化
十
年
、
天

保
九
年
に
恵
岳
玄
定
二
回
輪
住
）・
海
晏
寺
・
持
地
院
（
寛
永
十
一
年
・
延
宝
元
年
・
宝
永
二
年
は
地
持
院
）・
梵
釈
寺
で
あ
る
。

　

ま
た
七
回
は
下
総
宗
徳
寺
（
一
回
代
住
）、
出
羽
東
正
寺
（
文
化
十
二
年
・
天
保
十
年
に
樹
黙
泰
英
二
回
輪
住
）、
六
回
は
上
総
大
通
寺
、

五
回
は
陸
奥
梅
渓
寺
・
東
顕
寺
・
瑞
興
寺
、
出
羽
泉
龍
寺
な
ど
が
あ
る
。

　

な
お
無
視
で
き
な
い
の
は
、
欠
住
時
に
出
仕
し
た
洞
川
庵
支
配
下
の
塔
頭
で
あ
る
が
、
昌
泉
寺
十
回
、
東
源
寺
八
回
、
秀
翁
院
四
回
、

慶
徳
寺
三
回
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
ほ
か
に
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
お
よ
び
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
は
、
四
塔
頭
が
共
同
で
勤
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め
て
い
る
。

　

最
後
に
問
題
点
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（
１
） 

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）、
奥
州
南
部
瑞
雲
寺
見
牛
の
条
の
貼
付
紙
に
「
南
部
領
十
年
目
當
寅（
マ
マ
）卯
年
」
と
あ
る
。

（
２
） 
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
八
月
、
輪
住
し
た
奥
州
仙
台
大
慈
寺
大
賢
哲
宗
の
条
と
、
翌
二
年
八
月
輪
住
し
た
江
州
曹
沢

            
寺
巨
海
仙
学
の
条
の
行
間
に
「
天
保
二
卯
八
月
開
山
二
代
五
百
年
四
百
五
十
年
遠
忌
相
勤
ム
、
尤
モ
旧
命
新
命
入
交
リ   

          

務
」「
御
両
尊
遠
忌
之
新
命
也
」
と
あ
る
。

（
３
） 

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
八
月
輪
住
し
た
、
羽
州
米
沢
瑞
巌
寺
恵
岳
玄
定
の
門
派
名
の
右
傍
に
「
三
住
」
と 

あ
る
が
、

　
　

   

そ
れ
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）、
總
持
寺
火
災
（
正
月
二
十
一
日
、
洞
川
庵
は
普
蔵
院
と
と
も
に
焼
失
を
免
れ
る
）
後

　
　

   

の
九
月
二
十
七
日
、
總
持
寺
に
出
世
し
、
文
化
十
年
お
よ
び
天
保
九
年
に
洞
川
庵
に
二
度
輪
住
し
て
い
る
か
ら
三
住
で

　
　

   

間
違
い
な
い
。

（
４
） 

弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
輪
住
の
奥
州
三
春
龍
穏
院
仏
国
泰
然
の
条
に
「
江
戸
年
禮
相
勤
」、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）  

          

輪
住
の
羽
州
総
光
寺
泰
山
嶽
海
の
条
に
「
江
府
御
年
禮
相
勤
」
と
あ
る
。

（
５
） 

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
輪
住
の
羽
州
六
郷
永
泉
寺
活
牛
の
条
に
「
加
州
年
禮
相
勤
ム
」
と
あ
る
。

【
注
記
】（

１
）
栗
山
泰
音
『
總
持
寺
史
』
五
五
二
頁
参
照
。

（
２
）
栗
山
泰
音
『
總
持
寺
史
』
五
五
三
頁
参
照
。

（
３
）
栗
山
泰
音
『
總
持
寺
史
』
五
五
六
頁
参
照
。

（
４
）
栗
山
泰
音
『
總
持
寺
史
』
五
五
四
頁
参
照
。
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（
５
） 『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
２ 

総
持
寺 

一
一
三
頁
参
照
。

（
６
）『
總
持
寺
誌
』
一
〇
三
頁
参
照
。

（
７
）
栗
山
泰
音
『
總
持
寺
史
』
五
三
七
頁
参
照
。

（
８
） 『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
２ 

総
持
寺
九
五
頁
お
よ
び
『
總
持
寺
誌
』
二
四
六
頁
参
照
。

（
９
）
栗
山
泰
音
『
總
持
寺
史
』
五
四
四
頁
参
照

※
追
記

　
　

  

『
洞
川
庵
住
番
記
』
元
和
五
年
八
月
に
輪
住
し
た
「
常
州
完
戸
龍
穩
院
［
宏
會
］
源
益奕
和
尚
」
は
『
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
御
直
末
・
元
輪
番

地
寺
院
名
鑑
』
の
茨
城
竜
穏
院
の
項
に
も
「
竜
穏
七
世
源
益
（
元
和
５
）」
と
あ
る
か
ら
、『
總
持
寺
住
山
記
』
の
「
三無端
派千

龍
穩
院
七
十
世
宏
會
源
奕

和

嗣
法
宗
堯
和
上

尚
受
号
玄
長
和
上
　
元
和
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

秋
田

八
月
十
四
日人
事
」
と
あ
る
「
秋
田
人
事
」
が
「
常
州
人
事
」
の
誤
記
で
あ
れ
ば
こ
れ
に
相
当
す
る
。
な
お
『
延
享
度
曹
洞
宗
寺

院
本
末
牒
』
に
は
「
龍
穩
寺
」
と
な
っ
て
い
る
。
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